
平成25年12月橋本市議会定例会会議録（第５号）その５ 

平成25年12月５日（木） 

                                          

 日程第20 議案第１号 平成25年度橋本市

一般会計補正予算（第５号）に

ついて 

○議長（石橋英和君）日程第20 議案第１号 

平成25年度橋本市一般会計補正予算（第５号）

について を議題といたします。 

 これより質疑を行います。 

 便宜、補正予算説明書により歳出から款別

に行います。補正予算説明書の平成25年度橋

本市一般会計補正予算（第５号）の12ページ

をお開きください。 

 まず、１款、議会費、12ページから13ペー

ジまで、質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（石橋英和君）ないようですので、次

に、２款、総務費、12ページから19ページま

で、質疑ありませんか。 

 15番 田中君。 

○15番（田中博晃君）15ページの新婚世帯住

宅取得補助金についてお伺いいたします。私、

ちょっと過去のやつを調べてみたんですけれ

ども、平成24年度でありますと、申請件数が

41件ありまして、そのうち転入が21件ありま

した。それと、本年平成25年度分は、私の資

料、間違っていたらまた指摘いただたきたい

んですけれども、10月末現在で申請件数が31

件、そのうち転入が22件あったと思います。

そこでお伺いしたいのが、この転入というこ

とは将来までつながっていくことですし、そ

こでお子さまが生まれたりすれば、また今後、

人口の歯どめとまでは言えないかもしれませ

んけれども、やはり新しい人に来ていただい

て、新しく橋本市で生活していく上では大変

重要なことだと思います。 

 そこで、どの程度人数、転入、新婚なので

低２人は増えているかと思うんですけれど

も、この分に関してどの程度の人数の増加が

あったのかをお教えいただきたいです。 

○議長（石橋英和君）企画経営室長。 

○企画経営室長（上田力也君）ただ今議員の

おただしの、まず申請件数と転入件数につい

てですが、今議員おただしのとおり、平成24

年度におきましては転入については21件、そ

して25年度におきまして、10月現在ではおた

だしのとおりでございます。私の資料は、今

11月末で、いわゆる転入者数のご報告をさせ

ていただきますと、まず平成24年におきまし

ては、転入加算の対象となった夫、妻、そし

て子どもの合計が40人。ちなみに、対象者数

は、転入加算あり、なし含めて101人というこ

とでございます。 

 そして、25年度におきましては、転入加算

の対象者が48人、受け付け総数は80人という

ことになります。したがいまして、現時点ま

で、24年と25年を合わせますと、母数のほう、

対象者数が181人、このうち88人が転入加算の

対象となった人数であります。 

 以上です。 

○議長（石橋英和君）ほかにありませんか。 

 ２番 阪本君。 

○２番（阪本久代君）13ページの職員手当等

の退職手当２億6,343万8,000円、これは勧奨

の退職手当であると思うんですけども、これ

は何人分なのかということと、定年での退職

者と合わせたら何人になるかということが１

点目。もう一つは、15ページの電算管理運営

に要する経費で、子ども・子育て支援制度シ

ステム導入委託料981万7,000円というのがあ

るんですけれども、これはどういうものなの

かという説明をお願いいたします。 
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○議長（石橋英和君）企画部長。 

○企画部長（森川嘉久君）まず退職手当でご

ざいますが、今回補正をさせていただきまし

たのは、当初予算では定年退職者の分も計上

させていただいておったんですが、その後、

勧奨退職、あるいは若干特別な事情で退職さ

れた方も２名ほどおられますので、それを合

わせまして合計12名分を補正させていただい

たところでございます。 

 それから、定年退職者につきましては、当

初予算で予定しておりましたのは、一応19名

の予算を計上させていただいておるところで

ございます。 

○議長（石橋英和君）企画部長。 

○企画部長（森川嘉久君）もう１件ございま

して、15ページの子ども・子育て支援制度シ

ステム導入委託料でございますが、これは法

律が改正をされまして、子ども・子育て支援

制度が導入されるわけでございますけども、

これに対しまして子育て事業、保育所から始

まりましたいろんな形で制度が、新しい制度

も導入されてきますので、それに対応する事

務作業のための電算化が必要でございますの

で、そのシステムを新しく導入するための変

更の費用でございます。これはただしクラウ

ドシステムでやることになっておりますので、

その中に含まれておりますので、そういう形

で運用はされていく予定でございます。 

 それから、財源につきましては、これにつ

きましては補助制度がございますので、全額

県を通じて国庫補助という形になっておりま

す。 

○議長（石橋英和君）ほかにありませんか。 

 17番 松本君。 

○17番（松本健一君）15ページの、先ほどと

同じく新婚世帯住宅取得補助金に関して、先

ほどのご答弁で、現状、順調に推移していっ

ていて、新年度予算のときに質疑させていた

だいたときには、まだ効果的にははっきりと

見えてこないというふうなご答弁をいただい

ていた記憶があるんですけれども、ここに来

て２年の比較でいくと、かなり実効性が高ま

ってきたのではないかなと思います。 

 これ、事業を進めていっている中で、当初、

計画がやはりあったと思います。これぐらい

の数字でいかないと人口減少の対応策にはな

らないんじゃないかというふうに、ＰＤＣＡ

サイクルでいけばプランの部分で、しっかり

とその辺が見れていたと思います。それと比

べてみて現時点の効果というのは、市が思っ

ていた程度に来ているのか、それ以上だとい

うふうに見ているのか。これをどの程度まで

進めていかないといけないというふうに現状

思っていらっしゃるのか、その点の現在の所

感をお教えいただきたいと思います。 

 あと２点ほどあります。その下の電算管理

運営に要する経費の庁内ＬＡＮ配線敷設等委

託料110万円に関してお尋ねさせていただき

ます。昨日の５番議員の一般質問の中で、観

光の情報をどんどん進めるべきだということ

でしたけれども、きのうも経済部長のほうに

はお伝えさせていただきましたが、この議会

の部分には、独立して外とつながっている電

話回線がございます。それによって議会は２

本の外につないでいるという部分があるんで

すけれども、今回の110万円の執行をされるに

当たって、その回線からＬＡＮを引っ張って

いただいて、できる限り作業量も下げていけ

るんであれば、包括的にそういった部分を組

み入れていけるように、ＬＡＮ回線だけでも

まず引っ張っておくべきだと思いますけれど

も、その点のお考えはないかどうかをお尋ね

させていただきたいと思います。 

 ３点目、19ページの市民会館管理運営に要

する経費170万円についてお訪ねさせていた

だきます。この説明書の中には電気料170万円
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というふうに出ているんですが、これは当然

値上げ分とかの分かなと想像はできるんです

けど、実質的に使用自体が順調にいき過ぎて

いるからこんだけかかったというふうに自信

を持って上げてきているものなのか、それか

先日来あるような値上げ高騰によって影響を

受けているというものなのか、その辺のご説

明をいただきたいと思います。 

 以上３点、お願いします。 

○議長（石橋英和君）企画経営室長。 

○企画経営室長（上田力也君）まず１点目の、

この住宅施策に関するＰＤＣＡについてのご

質問ですが、まず制度設計の段階で、一応、

本市の１年間の新築住宅の件数などを調査し

まして、その中で今回新婚ということで３年

間、これに限定しているんですけども、目標

とする件数を約50件と、予算的には約2,400

万円、これは去年の当初予算で計上させてい

ただいたんですが、基本的には件数的にはこ

の程度を見込んでおりました。去年、2,400

万円に対して交付の実績は41件で、額にして

1,740万円ということになっております。これ

が決算額なんです。今年度におきましては、

今回500万円の補正を認めていただきますと

2,700万円の予算現額になるわけなんですが、

一応件数としては63件というふうには見てお

ります。そういう意味からすると、当初の50

件は上回る、こんな状況かと思います。 

 この要因としては、今年はいろいろアベノ

ミクスの経済効果であるとか、あるいは来年

から消費税が４月から上がるということで、

そういったところで住宅需要を少し促進させ

ようという、そういう動きがあるので、今年

については少し伸びているのかなというふう

に考えております。 

 それで、この効果の部分ということなんで

すが、ここが非常に重要な部分になると思う

んですけども、この制度を、交付にあたって、

一応、交付対象者の方からアンケートをとっ

ております。この補助金が住宅取得にどの程

度影響を与えたのかということをとっており

ます。それで、11月末の現在で、そのアンケ

ートが67件あるんですけども、このうち影響

を与えたと言われる方は14件というふうにな

っております。この14件の内訳ですが、この

うち３件がこの制度があるから橋本市を選ん

だという方が３件、残りの11件につきまして

は、この制度があるから、この時期に住宅取

得を考えたと。いわゆる住宅取得の促進につ

ながっているというようなことになっており

ます。 

 また元に戻るんですが、当初どれほどの影

響を期待していたのかという、そういうおた

だしかなと思うんですが、当初につきまして

は、やはり目標とするところは半分ぐらいの

効果が欲しいというふうに考えておりました

けども、ただ、現状ではだいたい20％、分母

が67で分子が14ということで、約20％という

ことになっております。 

 この制度というのは、そもそも３年間に限

定した制度ということになっております。こ

れは近隣市であれば大阪府の河内長野市、あ

るいは紀の川市、あるいは五條市というのが

近隣市になるわけで、河内長野市と紀の川市

というのは同様な制度、それぞれ特徴を持っ

た同様な制度を行っております。これについ

ても３年間の制度ということで、本市よりも

１年前倒しでやっています。ちょうどそれで

河内長野市、紀の川市は今年で３年目を迎え

るという状況になって、我々も地方間競争で

はあるものの、横の連絡をとりながらやって

いるんですけども、現状におきましては、河

内長野市も今年度でこの事業は終了させると。

紀の川市も同じく今年度で終了させるという

ような情報も聞いております。 

 やはり、効果の検証というのが非常に難し
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いというような話もしておりまして、私ども、

また来年引き続いてやるわけなんですけども、

引き続き、なるべくこの補助金により影響を

受けた方を増やすべく、いろいろな方策も今

後考えていきたいというふうに考えておりま

す。 

 少し長くなりましたが、以上です。 

○議長（石橋英和君）企画部長。 

○企画部長（森川嘉久君）お答えをさせてい

ただく前に、先ほどちょっと退職金のご質問

をいただきました点について補足をさせてい

ただきます。 

 先ほどご答弁させていただきましたのは13

ページの退職手当の人数を申し上げましたの

で、実はほかに教育委員会、それから水道で

もこの後ご審議いただくわけでございますが、

そちらのほうの退職手当を計上しておりまし

て、教育委員会で今回補正が３名、それから

当初では教育委員会４名、それから水道事業

のほうでも４名を計上させていただいており

ますので、ご参考までにご答弁をさせていた

だいておきます。 

 それから、先ほどご質問いただきました15

ページの庁内ＬＡＮの敷設の委託料でござい

ますが、これに関しましては、庁内の改修事

業を今進めておりまして、今後、事務スペー

スの再配置を行いますので、それに伴います

コンピューターの電源、それからネットワー

ク回線の配線の委託料ということでございま

す。 

 それから、２点目の観光ＰＲ用の件でござ

いますが、これに関しましては、現在の閉じ

られた庁舎ＬＡＮの中ではセキュリティーの

問題もございますので、先日ご答弁申し上げ

たとおりでございまして、若干それはそこへ

載せていくというのは困難かなというふうな

ご答弁を申し上げたところでございますが、

独立回線でということも申し上げたんでござ

いますけども、それに関しまして、この際こ

の整備の中でというご意見かと思いますが、

この予算の中で執行というのはなかなか難し

い点もあるかと思いますけども、それに関し

ましても一度検討はさせていただきたいとい

うふうに思います。 

○議長（石橋英和君）総務部長。 

○総務部長（北山茂樹君）市民会館の電気料

の補正につきましてご説明をさせていただき

ます。 

 市民会館は、ご存じのとおり平成22年度か

ら23年度まで耐震工事を実施いたしまして、

休館とさせていただきました。平成24年度が

その２年間の休館を受けまして、利用者もか

なり減少したということで、24年度の電気料

金もかなり低くなってございます。平成25年

度当初予算時には、その平成24年度の実績を

もとに予算を査定させていただいているとい

う関係上で、当初若干低かったということに

なります。ところが、今25年度になりまして、

利用者がかなり戻ってきまして、非常に市民

会館を利活用していただいておるという状況

で、当然収入も使用料も増えている現状でご

ざいます。 

 そういうことで、利用者が増えてきたとい

うことと、それから利用者が増えることによ

って、当然電気料、使用料も増えるわけでご

ざいます。さらに、今回の電気料の値上げと

いうことも含めまして、若干不足が生じると

いうことで、今回170万円を補正させていただ

きました。 

 なお、170万円の補正額につきましては、当

然、文化スポーツ振興公社のほうが収益増と

なりますので、その分については全額を文化

スポーツ振興公社から市の一般会計に入れて

いただくということで、歳入の９ページに諸

収入のほうで170万円増額を計上させていた

だいてございます。 
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○議長（石橋英和君）17番 松本君。 

○17番（松本健一君）新婚世帯のほうの今の

状況を聞かせていただいて、これは来年は一

つチャンスかなと思うんです。何でかという

と、消費税は２段階で上がると。来年上がっ

たとしても、その次もまた上がるかもしれん

というところでいくと、まだまだ住宅の購入

という期間はあるわけで、この３年の事業で

すけど、 終年というのは結構期待できるの

かなと。 

 そこでお尋ねしたいのは、来年度予算の状

況、今組んでおられる中で調整されていると

思うんですけど、そこで聞くのはどうかと思

うんですけど、今の状況をまずベースとする

のか、それか去年並みの50という当初の部分

をベースにされているのか、その辺１点お尋

ね再度したいなと思います。できたら、現状

ここまで効果が上がるんであれば、本年度を

ベースで、実績をベースに算定をしていただ

いたほうが、また後々補正を組まないといけ

ないということも防げるでしょうし、その点

をお尋ねさせていただきたいと思います。 

 ＬＡＮの配線に関してですけれども、調査

をまずしてください。そんなに金額かかるも

のじゃないはずです。ケーブルの長さと作業

量的に言うたらそんな大したものじゃないと

思うので、できたら包括してこの際やってい

ただいたほうが、改めてまた頼むとなると数

万円でもかかってしまう、市が発注するとな

ると、やはり高い値段になるので、こういっ

たところで少しでも手間を減らしていただい

て、削減もしていただきたいなと思います。 

 市民会館に関しては、どんどん使っていっ

ていただいているので、私も予約したりとか

もさせていただくときに予約帳簿を見せても

らったりとかすることがあったんですけど、

やっぱり需要が高まっているなというのはす

ごく感じます。その中で、ランニングの中で

いろんな備品等の不足とかも今後考えられる

と思うので、できる限り効果的に使っていた

だけるように、その点のチェックの方法、文

スポのほうにも改めてお願いしていっていた

だきたいなと思います。 

 ２点だけ、もう一度答弁いただけますか。

新築のほうとＬＡＮのほうと。 

○議長（石橋英和君）企画経営室長。 

○企画経営室長（上田力也君）まず１点目で

ございますが、来年度の今、予算要求段階で

ございまして、当室といたしましては、今年

の実績を加味して要求をいたしております。

あくまでも今年の実績ということで考えてお

ります。 

 それと、また年明けからいろいろ住宅取得

の補助制度だけではなくて、やはり本市は議

員も９月の一般質問でありましたけども、や

はり子育て、出産しやすい、そういうまちで

ございますので、その他の施策もあわせた中

でいろいろ広報をしていきたいと考えている

ところです。 

 以上です。 

○議長（石橋英和君）企画部長。 

○企画部長（森川嘉久君）ＬＡＮの配線の件

でございますが、議員ご指摘のとおり、費用

に関しては、多分議員のご指摘のとおりかと

いうふうにも考えております。ただし運用体

制の面もございますので、この間も一般質問

でお答えさせていただいた点もございますの

で、いろいろその辺も含めまして、総合的に

ちょっと検討させていただけたらというふう

に思っております。 

○議長（石橋英和君）２番 阪本君。 

○２番（阪本久代君）13ページの退職手当の

ところで、先ほど追加で教育委員会とかもま

た説明していただいたんですけれども、全体

で言いましたら、定年、勧奨も含めて、25年

度では何人の方が退職をされて、26年度の新
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規採用は何人なのかということについてお願

いいたします。 

○議長（石橋英和君）企画部長。 

○企画部長（森川嘉久君）とりあえず退職の

ほうにつきましては、総数で現在のところ42

名でございます。それから、採用につきまし

ては、事務職が16名、それから消防職が追加

募集がございましたので、現在それについて

も、これは退職をされました結果、追加募集

をしておるんですけども、それも含めまして、

消防も含めまして、あと土木職、それから社

会福祉職も含めまして、総合計で27名の採用

予定というふうになっております。 

○議長（石橋英和君）ほかにありませんか。 

 11番 土井君。 

○11番（土井裕美子君）15ページの自治会に

要する経費の集会所新築改修補助金でござい

ます。集会所新築改修を行う場合の事業費の

３分の１範囲内で補助するものということで、

今回は新築で恋野集会所１カ所、改修で応其

集会所１カ所と上兵庫集会所１カ所というこ

とが出ておるんですが、その内訳をまず教え

ていただきたいということと、それと、この

集会所の新築改修補助金に関しては、ちょっ

と私も勉強不足で教えていただきたいのです

が、各区に対して、これは新築を幾つもされ

るという場合の上限みたいなのはあるんです

か。改修も、たくさん集会所がある地域です

と、全てにおいて改修に３分の１を補助する

とか、もしそういう上限というのを設けてい

らっしゃるのであれば教えていただきたいな

と思います。 

○議長（石橋英和君）総務部長。 

○総務部長（北山茂樹君）まず、今回補正を

させていただきました内訳を申し上げますと、

恋野10班の集会所ということで、建設費につ

きましては914万6,957円でございます。それ

の３分の１掛ける0.9掛けということで274万

4,000円でございます。それから、既に申請が

あって、建設が既に済んでおります同じく恋

野４班、５班につきましては、変更がござい

まして、建設費が若干増えてございます。そ

の関係で、補助金の追加といたしまして、建

設費の増加分につきましては176万5,581円ち

ょっと増加いたしましたので、補助金の増加

も52万9,000円増加しております。それから、

さらにですけれども、恋野９班につきまして

は、逆に建設費が減額となっておりますので、

その分の減額分28万9,000円を減額させてい

ただいてございます。 

 それから、改修費といたしまして、応其区

でございますけども、改修費の総額が254万

4,268円でございまして、それの３分の１の７

掛けということになりまして、上限が50万円

と決まっていますので50万円、それから、上

兵庫区が改修費が56万8,000円でございます。

それに対する補助率、掛け率を掛けまして13

万2,000円となりまして、合計で今回の補正額

になってございます。 

 それから２点目のご質問ですけども、１年

間のうちに何件も申請があれば認めるのかと

いうような内容やと思うんですけども、集会

所の新築改修補助金につきまして、橋本市の

地区集会所建設及び管理運営補助金交付要綱

に基づきまして、交付を行ってございます。

その要綱には新築及び改修とも区で行う場合

ということで規定されておりまして、実施箇

所数につきましては、上限数は決まってござ

いません、定めておりません。 

 また、集会所の新築及び改修につきまして

は、やはり区自治会が主体性で実施されるも

のでございますので、それぞれの区自治会で

の財務状況ですとか、それから建設または改

修計画というのが区のほうで立案されること

でございますので、市としても各区自治会か

ら申請があった場合、その各区自治会の計画
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を尊重させていただきまして、補助金を交付

してまいりたいと考えてございます。 

○議長（石橋英和君）ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（石橋英和君）ないようですので、次

に、３款、民生費、４款、衛生費、18ページ

から29ページまで、質疑ありませんか。 

 ６番 辻本君。 

○６番（辻本 勉君）ここで言わせていただ

いたらいいのかどうか、ちょっとあれなんで

すが、ごみの問題で、債務負担行為がありま

すので、どうさせていただいたらいいんかな

と迷っとるんですけども、ここで、衛生費の

ところでやらせていただいてよろしいですか。 

○議長（石橋英和君）はい、どうぞ。 

○６番（辻本 勉君）資料をいただいとるん

ですけども、生活系ごみ収集運搬委託業務を

平成26年度からの債務負担行為があるわけで

ありますけども、28年度までですか、ここで

現行生活系ごみ収集運搬委託ということで、

一般の可燃ごみと分けられて、その他プラと

かペットボトル、埋立、瓶とかいろいろある

わけですけども、この説明書の３ページの一

番下なんですが、現行４台から２台増やされ

るということで債務負担行為をとっておられ

るんですけども、この２台増えるということ

についての影響といいますか、２台が増えま

すと、環境美化センターの人員の問題がどう

なるのかということがあれなんです。それと、

この２台が増えることによって、この債務負

担行為の中で、従来からどれぐらいの予算と

いいますか、金額がアップしておるのかとい

うこと、それと環境美化センターの要因との

兼ね合いというものが大変大事になってこよ

うかと思うんです。本市にとって委託するこ

とにおいて、やっぱりいろんな経費か削減さ

れるという、大きく削減されるんであればい

いんですが、環境美化センターのこれを委託

することによって、臨時職員等が職を失うと

いうことになりますと、これも大きな問題で

はないんかなと思うので、その辺について詳

しくご説明をお願いいたしたいと思います。 

○議長（石橋英和君）市民生活部長。 

○市民生活部長（石井美鈴君）まず、環境美

化センターの職員の削減の件につきましてお

答えさせていただきます。 

 今回２台増えるということで、これはその

他資源ごみということで、乗車人員が１台２

名ということになります。運転手と軽作業員

が１名ということになりまして、４名が削減

されるというふうに考えております。 

 あと、コスト的なことでございますが、今

般の３年委託しております業務から、現契約

から考えまして、約８割５分から９割程度の

コストの削減に今回はなる予定となっており

ます。 

 あと、環境美化センターの職員の影響とい

うことでございますが、環境美化センターの

職員体制につきましては、正職と嘱託職員、

あと臨時職員という構成になっておりまして、

申しわけございません、ちょっと資料がござ

いませんで。そのうちで職員を削減するとい

うことにつきましては、今すぐということで

はございませんが、ということになりますの

で、臨時職員の方から４名の削減ということ

になろうかと考えております。 

 以上です。 

（「答弁もれ」と呼ぶ者あり） 

○議長（石橋英和君）ご指摘ください。 

○６番（辻本 勉君）私がお聞きしたかった

のは、このことによって従来よりもどれぐら

いの金額、何割程度というそんな曖昧な答弁

は要らんのです。どれだけの数字がというか、

どれぐらいの金額がアップしたのかというこ

とと、人件費削減によってどれぐらいの削減

ができたのか、その比較をきちっと数字的に
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出してあらわしてくださいということなので、

再度答弁いただけますか。 

○議長（石橋英和君）市民生活部長。 

○市民生活部長（石井美鈴君）今回の委託と

今後委託するの比較でよろしいんでしょうか。 

 今回、可燃ごみが６年ということと、あと

その他のごみが３年という契約を考えており

ます。単年で比較いたしますと、可燃ごみで

設計段階の比較によりますと、可燃ごみであ

れば単年で、人件費で言えば約340万円程度の

削減を見込んでおります。全体的で言います

と、可燃ごみであれば370万円程度の削減を見

込んでおります。その他の関係につきまして

は、内容的なものもございます。プラスチッ

クであったりペットボトル、埋立とか、あと、

その他瓶や粗大というところからで、若干削

減の金額が変わってきますが、その他プラに

つきましては約80万円程度で、人件費で言え

ば200万円程度の削減ですが、あと、燃料代と

かを現在の原油高騰の関係からも加味しまし

たところ、全体的では87万円程度、その他ペ

ットとか埋立、スチールのところでいいます

と、人件費で言えば350万円程度、全体的では

250万円程度の削減でございます。その他瓶と

か粗大ごみに関しましては、人件費で約250

万円、全体で言いますと340万円程度の削減と

なります。 

○議長（石橋英和君）６番 辻本君。 

○６番（辻本 勉君）私は聞きたいのは、こ

の２台を増やして、どれぐらい、言えば委託

するんやから、両者に委託料をお支払いする

わけでしょう、それがどのくらいアップした

んなと。ここの上の部分はもういいんですわ。

今までやってる部分は債務負担行為でやって

いただいたらいいので、その下の部分の２台

増えた部分に関して、どのくらい委託するこ

とによって経費がかかっとるんなと、従来よ

りもね。４台よりも２台増えた分でどんくら

いかかっとるねんと。それと対比して、それ

はプラスになってるけども、人件費はこれだ

け削減できましたよということをきちっと納

得できるように答弁いただかんと、言えば４

人削減という、臨時嘱託になるんかどうかわ

かりませんけども、臨時職員が４人職を失う

ということが大きな問題になるわけでしょう。

委託することによって職を失っていくという

ことになるわけでしょう。それを理由づけし

ようと思えば、それ以上の大きなプラスアル

ファといいますか、市としてメリットがある

んですよということでないと委託する値打ち

がないでしょう。メリットなかったら、市の

そういう嘱託職員というか臨時職員も、やは

り生活がかかっとるわけでしょう。それをこ

ういうことで委託することによって首を切っ

てしまうということになると、これも一つの、

行政としては大きな問題だと思うんです、市

民から見たら。そやから、やっぱりそれを納

得させるだけの数字的なものをもらわんと、

こういうのは承認できないということになる

でしょう、我々としては。プラスアルファが

なかったらそのままにしといたらいいわけで

すやん。市の臨時の嘱託の首を切らなくても、

プラスアルファが大きくなかったらそのまま

にしといたらいいわけでしょう。 

○議長（石橋英和君）副市長。 

○副市長（清原雅代君）ちょっと根本的なと

ころでご説明させていただきたいと思うんで

すけれども、そもそも橋本市では新たな現業

職員は採用しないという考え方の中で学校の

校務員でありますとか環境美化センターの職

員等についても、現業の職場ではありますが、

その職員は現在採用しておりません。それに

伴いまして、事業の縮小を図っていくという

ことで、現業職員に対する転任試験というの

も行ってまいりまして、一般事務のほうへの

転任を進めてきたという経過がまずございま
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す。そんな中で、今回、ごみの事業につきま

しても新たに２台を増やしていくということ

で現在取り組んでいるわけですけれども、そ

れに対する人件費だけを比較いたしますと、

今現在の行っている職員に対する減らしてい

こうとしている部分と、新たに増やす部分と

いうのはほぼ変わらないということでござい

ます。 

  （「２回目の答弁もれでもういっぺ

ん」と呼ぶ者あり） 

○議長（石橋英和君）答弁もれご指摘してく

ださい。 

○６番（辻本 勉君）答弁もれということで

もう一回よろしいですか。 

○議長（石橋英和君）はい。 

○６番（辻本 勉君）今、副市長答弁いただ

いたんですけど、そういう基本方針があるん

であれば、もっときちっと議会に対して明記

をしてやっていってもらわんと、その都度そ

の都度言われても困るんです。橋本市として、

出先について、現業については臨時嘱託をな

くしていくんやという大きな基本方針がある

んであれば、それをちゃんと議会に明示をし

て、その方向に進んでもらわんとだめやと僕

は思うんです。 

 それと、登用の問題については正職の話で

すやんか。正職員、環境美化センターとか給

食センターの正規職員は現業職を一般事務職

に登用しておるということなんですけど、こ

れは臨時や嘱託の職員との絡みは全然違うで

しょう。臨時嘱託職員を登用するわけでない

ですやん。その辺でいくと、理屈がちょっと

おかしいんかなと。それと、現業もそういう

形を出していかないと、結構あそこだけじゃ

なしに、ほかにも臨時嘱託が入っとる現場あ

るでしょう。そしたら、今後そういうことも

していくと大きな方針を出していただけるん

であれば、我々もそのことについて議論はで

きますけども、ただその都度、委託するから

臨時職員を解雇するというような問題という

のは、ちょっとこれ、今後市としても大きな

僕は問題だと思うんです。我々もそれをほう

っておくというわけにいきませんので、やっ

ぱりきちっとした市としての大きな計画を出

していただいて、議会も理解をしていく、そ

んな中でその都度、大きな計画があって、そ

の都度現場を見直しながら、結局市としてメ

リットはあるので委託に切り替えていきます

というんであればわかるんですよ。そういう

方針も、言い方悪いですけど、こういう質問

をされて初めてそういう方針を出してきて、

もっとその辺をきちっと方針、市としての体

制というか方針はきちっと持ってもらわんと、

議会もそのことについて議論できないと思い

ます。 

○議長（石橋英和君）副市長。 

○副市長（清原雅代君）言葉足らずで申しわ

けありません。環境美化センターにつきまし

ては、現在、定年を迎える職員がそんなにあ

りませんので、結果的には臨時嘱託のほうか

らやめていただかなければならないという現

状がまずございます。それと、あと環境美化

センターにつきましては、地元区との協定の

中で10年間あそこを環境美化センターとして

継続して使わせていただくという約束がござ

いますが、その10年後につきましては、まだ

そのときの協議をすることになると思うんで

すが、やはりどこかへ変わるにいたしまして

も、現状の規模の同じようなものを持って移

転するということはなかなか市としても困難

なことと考えておりますので、その移転を考

える上におきましても、縮小した形でやっぱ

りそれを考えていかなければけないというこ

ともございまして、できるだけ縮小をしてい

きたいというような考え方で現在進んでいる

ところです。 
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○議長（石橋英和君）18番 井上君。 

○18番（井上勝彦君）それに関連して、答弁

はきちっとしていただきたい。私、今、監査

のほうで指摘をしたことをちょっと読ませて

いただきます。部長もそのことをわかって、

現在２台を要するに民間に委託すると。環境

美化センターにおける人員体制の現況は、正

職員20名、嘱託職員２名、臨時職員８名、平

成24年度総コストは２億1,309万4,000円とな

ってんねやな。それは間違いないですか。ご

み収集に伴うコストを勘案すれば、今後、正

職員には積極的に一般事務職への転任、試験

の受験を勧めて、環境美化センターの正職員

を嘱託職員、臨時職員へと段階的に切り替え

ることにより民間委託部門を増やしていく等

コストの合理化を進めていく必要があるとい

うことで、今回出されているわけでしょう。

そのことをちゃんと説明をして、そしていく

ら削減していくんだという方向づけをきちん

と議会に、みんなに知っていただかなあかん

と、こういうことであるので、そのことを私

としてはこういう形で出ておるので、それを

きちっと説明していただけたらそれでいいと

思うんですが、いかがですか。 

○議長（石橋英和君）市民生活部長。 

○市民生活部長（石井美鈴君）大変申しわけ

ございません。金額につきましてはちょっと

手元に資料がございませんので、今すぐに比

較させていただくことはできませんので、後

ほど答弁させていただきたいと思います。申

しわけございません。 

○議長（石橋英和君）企画部長。 

○企画部長（森川嘉久君）全体的な行革、そ

れから職員の雇用という観点からちょっとご

答弁をさせていただきたいと思います。 

 先ほど副市長のほうからも申し上げました

ように、行革大綱の中でも民営化できるとこ

ろについては市の業務についても民営化する

という大方針を設定しておりまして、それに

ついては議会のほうでも以前からご説明させ

ていただいておるとおりかというふうに思い

ます。その中で、今回ごみの収集業務に関し

ましても、こういう形で委託台数を進めると

いう方針を出させていただいたところでござ

いまして、コストの比較についてはちょっと

詳しくご説明が今現時点でできないのは大変

申しわけございませんが、これに関しても総

務委員会のほうでまた詳しいご報告をさせて

いただく予定になっておりまして、それはそ

れで若干ご理解をいただきたいというふうに

思っております。 

 それから、雇用の問題でございますが、こ

れに関しましては、先ほど副市長のほうから

も申し上げましたように、正職員に関しては

なかなか定年あるいは勧奨退職というような

形と、あとは転任試験という形で、現在、技

能労務職に関しましては一般職への転任を進

めておるわけでございますが、そういう形で

の適正な配置ということを考えておりますが、

確かに臨時嘱託職員に関しましては、委託に

振り替えていくという中で削減はやむを得な

いというふうに考えておりますが、これに関

しましても市内全体といたしましては、今度

は委託先で雇用がもちろん増えてくるわけで

ございますので、業務はなくなるわけではご

ざいません。そういう意味では、市全体とし

ての雇用者というのは削減されるということ

ではございませんというふうに考えておりま

す。ごみの収集委託以外でも、こども園の民

営化もございますが、これに関しましても臨

時職員、嘱託職員等で業務を積んでいただき

まして、有能な方もたくさんございますので、

ごみ収集に関しましてもそれぞれノウハウを

持った職員もおられますので、委託という形

になりましても、委託先でも今度、業務が発

生してきますので、採用等の活動も行われる
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と思いますので、その中で適正な就職活動と

申しますか、市のほうでも若干それについて

はできるだけ雇用していただくような形とい

うのはお願いできるかと思いますので、そう

いう形で、せっかくの人材でございますので、

市全体としてきちっとした有効活用を図って

いけるんではないかというふうに考えており

ます。 

 今のご質問に関しましては、監査委員から

も以前からもご指摘もいただいておりますし、

民間委託の大方針ということでご理解をいた

だきたいというふうに思っております。 

○議長（石橋英和君）18番 井上君。 

○18番（井上勝彦君）今、部長の説明でほぼ

そのとおりだと思うんですけれども、例えば、

私、歳入のほうでちょっと質問させていただ

こうと思ってましたんやけども、例えば、民

間委託を今まで橋本市が進めてきました。そ

して、例えば広域での事業系のごみなんかも

橋本市が真っ先に進めてきたということで、

かと言うて、市民の人はごみに対する協力は

していただいていますし、何ら問題も出てな

いと。広域の中でも、橋本市で今現在そうい

った事業系のごみを広域で受けていますね、

広域ごみ焼却場で。かつらぎ町、九度山町、

高野町はそういう返還金もないですけども、

橋本市は何千万円ありますか。逆に、事業系

のごみについて広域からの返還金というんで

すか、これは歳入の中に入ってるかと思うん

ですけども、一昨年、もう３年ほど前からそ

ういうこともあるでしょう。いくらぐらいあ

りますか、年間。雑入か何かで入ってると思

うんだけど。 

○議長（石橋英和君）市民生活部長。 

○市民生活部長（石井美鈴君）全体では１億

1,780万4,000円、今回補正を挙げさせていた

だいております。そのうち、直接個人で広域

ごみ処理場へ持ち込まれた金額と、あと事業

所が直接搬入された部分につきましては

5,357万1,230円ございます。 

（「それでいいですけども」と呼ぶ者あり） 

○議長（石橋英和君）２回という規則でござ

います。 

（「歳入でやります」と呼ぶ者あり） 

○議長（石橋英和君）ほかにありませんか。 

 17番 松本君。 

○17番（松本健一君）ちょっと細かいところ

で聞いていきます。23ページの学童保育に要

する経費、運営費補助金で334万1,000円、こ

れは、当初予算からこんだけまた増えてくる

という部分は、どういった部分の補助になる

のかご説明いただきたいのと、それと小学生

医療に関しては、これは当初予算をこれだけ

の分だけ大きく超えてくるということは、学

童の疾病等がこれから増えるということ、も

しくはこれまでの状況が例年に比べて高くな

ってきているというところで、この冬を迎え

てインフルエンザ等の発症を控えていると足

りなくなるという予測を立てられているのか、

具体的な部分をもう少し絞り込んでご説明い

ただきたいと思います。 

 というのも、小学生までの医療費なので、

これは周知が進んでくると別の要因も含まれ

てくる可能性あるなと思うんです。６年生の

うちに歯医者に行ったほうがいいというのは

誰が考えても思うことなので、そういった部

分で歯科の支給、歯科に関する部分の支給が

増えてきているんじゃないかなというのも少

し思います。その辺の状況も含めてご説明い

ただきたいと思います。 

 同じく23ページの一番下、私立保育所運営

費負担金900万円に関して、恐らくこれも施設

関係かなとは思うんですけども、ここもちょ

っと説明いただきたいと思います。 

 あと29ページのごみ収集ボックス設置補助

金49万円、これに関しては市の事業で各自治
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会が設置していく部分で、これは獣害の対策

でされている面があると思うんですけれども、

きのうも同僚議員と話している中で、カラス

の被害がちょっと減ってきたように思うとい

う話が出ていたんです。その一方で、けさ、

林間の駅で６時半ごろからずっと立っていた

んですけど、ちょっとカラスが飛んでいくの

が見えて、どれぐらいそういう獣害の部分で

カラスの被害というのは減ってきているのか、

こういう囲い込みをしていけば苦情等は減っ

ていってるんじゃないかなと思うんですけれ

ども、その辺の状況も含めてご説明いただき

たいと思います。 

 以上、４点お願いします。 

○議長（石橋英和君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（枡谷俊介君）まず第１点の

学童保育でございますが、学童保育につきま

しては、平成25年度で補助金の国の補助額の

基準額が変更になりまして、増額になりまし

た。その他、当初予算との実績との差額もご

ざいまして、その分、補助金の基準額の変更、

主な部分で213万4,100円と、あやの台の学童

における児童数が当初予定よりも増えました。

その分で120万7,000円、トータルで334万

1,000円増えております。 

 続きまして、小学生医療でございますが、

当初、小学生の児童数が減っておりますので、

医療費がちょっと減る、微減すると見込んで

おりました。ところが、今年度の実績を見ま

すと、10月までの実績を見ますと、医療費の

件数が微増しております。というようなこと

で、実績見込みとの差額を補正予算させてい

ただきましたので、今議員がご指摘されまし

たような６年生が駆け込みでというようなこ

とについては、まだ感知はしておりません。 

 それから、私立保育園の運営補助金の負担

金でございますが、これにつきましてはゼロ

歳児及び１歳、２歳の児童のニーズが増えま

して、その分によりまして私立保育園の運営

費補助金が増えました。その他、年度当初で

予定しておりました人数と、その他の３歳以

上の人数に若干差がございましたので、その

分によりまして補正をさせていただきました。 

 以上でございます。 

○議長（石橋英和君）市民生活部長。 

○市民生活部長（石井美鈴君）ごみ収集ボッ

クス設置補助金のことでございますが、補正

を計上した時点で、ボックスが24カ所、ネッ

ト84枚の補助をしておりました。先ほどもカ

ラスの駆除ということでおっしゃっていただ

きましたんですが、担当課のほうへはほとん

どそういう苦情という声は出ておりません。

というのも各地区でこのように積極的な対策

をしていただいておりますので、苦情という

ことは今のところ聞いてございません。 

 以上でございます。 

○議長（石橋英和君）経済部長。 

○経済部長（大倉一郎君）鳥獣害の関係にな

りますと、農林振興課のほうになります。以

前、１カ所に集団でカラスが集まってきて、

どないか対策をしてほしいというようなこと

でもお話はいただきました。ただ、被害につ

いてはどうやってもごみを目当てに集まって

くるというカラスが非常に多いということで、

先ほど市民生活部長のほうからもお話があり

ましたけども、ネットで対策をするというの

が有効に役立っているのかなと思います。そ

れで、農林振興課のほうへは鳥獣害の被害と

しては来ておりません。 

 以上です。 

○議長（石橋英和君）17番 松本君。 

○17番（松本健一君）今のごみのカラスの被

害で経済部長にもう一度状況を聞かせていた

だきたいんですけども、以前、市民の森であ

ったりとか、今回の企業誘致を行っていくあ

やの台の北部用地に関しては、こういったカ
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ラスの営巣地になってしまっているような話

をよく聞いていたんですけれども、そのほう

はもうほとんど見られなくなってきたという

認識でよろしいんでしょうか。要するに、餌

になるような、そういうごみがなくなってき

た、ごみがなくなったわけではないですけど、

食べれなくなったという部分では、やはりそ

ういうところにはもう住まなくなってきてい

るのかなというふうに思えるんですけど、そ

の点の状況をもう一度聞かせていただきたい

なと思います。 

 あとは、もう一点。学童保育のほうですけ

れども、国の補助額が変更になったことにつ

いてですけども、子ども１人当たりに置き替

えるとどれぐらい補助がついたのか。それに

よっては料金も変更等もある可能性もあるの

で、一応その辺を教えといていただきたいと

思います。 

 以上２点、お願いします。 

○議長（石橋英和君）経済部長。 

○経済部長（大倉一郎君）あやの台のほうの

カラスのほうがあやの台のほうに集まってく

るんじゃないんかなというようなご質問だと

は思うんですけども、違いますか。開発によ

って自然環境が変わればカラスのすみかも変

わってくるんじゃないかなというようてご質

問ですか。大変失礼しました。 

 確かに、自然環境が変わればカラスのすま

いのほうも変わってくることだと思います。 

 以上です。 

○議長（石橋英和君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（枡谷俊介君）国の補助基準

額の変更についてのおただしでございますが、

補助基準額の基本額というのがございまして、

これにつきましては段階的に人数段階で決ま

っておりますので、１人いくらというその段

階のところでかつかつのところが１個上へ行

ったらたくさんいただけるし、そのまま１個

下に入ったらまた少ないというようなことも

ございまして、１人当たりいくらというよう

な額を出すことはできません。 

 以上でございます。すいません。 

（「答弁もれ」と呼ぶ者あり） 

○議長（石橋英和君）答弁もれご指摘くださ

い。 

○17番（松本健一君）健康福祉部長ね、何で

私がこれを聞くかというと、学童保育所とい

うのは運営がやっぱりきついわけですよ。そ

れで、国の補助がちょっとでも上がるという

部分では、市はしっかりと金額的な根拠を持

っておかないと、運営はあなたたちですよ、

お金の流れとしてはこっちに来たからこれで

はいどうぞ、それじゃ困るんです。全体的に

どれぐらいなのかということをつかんでいて

いただきたいので、ちょっと細かい点ですけ

れども、できたら子ども１人当たりに対して

はどれぐらいが見込まれているのかというと

ころを聞かせていただきたいんです。 

 お願いします。 

○議長（石橋英和君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（枡谷俊介君）難しい質問な

んですけども、単純に計算をいたしますと、

だいたい１人当たり年3,000円ぐらい増えて

いると思います。基準その辺、先ほど指摘さ

れたような点につきましては、今現在、子ど

も・子育て会議を行っておりますので、また

その辺で議論できたらいいなというふうには

思っております。 

 以上です。 

○議長（石橋英和君）ほかにありませんか。 

 ７番 中西君。 

○７番（中西峰雄君）先ほどのごみの収集委

託の件につきましてお尋ねをいたします。 

 まず、簡単なことからいきたいと思います

けども、この契約が可燃ごみが６年、そうで

ないのが３年ということになっておるんです
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けども、この債務負担の年数の違いというの

はどういう理由からなのかというのが１点で

す。 

 それと、この契約の内容につきまして、今、

アベノミクスでデフレ経済を脱却して物価を

上げていこうという政府の日銀を使った基本

的な政策があるんですが、現実に円安になっ

てきて、特に燃料価格が上がってきておりま

す。今後もそういう懸念がございます。その

中で、この契約の内容につきまして、物価、

特に燃料の上昇についての契約内容はどうい

うふうになっているのかということをお尋ね

いたしたいと思います。これで２点ですね。 

 もう一点は、先ほど副市長からも基本的な

方針を説明いただいたわけですけども、要す

るに、現業職の方をできるだけ転任試験を受

けていただいて、一般行政職にというお話な

んですが、なかなか現業職でずっとやってこ

られた方が転任試験を受けて職種を変えられ

るというのはなかなか難しいところも多々あ

ります。そのときに、まず労働契約の中で現

業職として採用された方を一般職に転任する

ということが法的にどうなのかと、拒否され

たらどうなるのと。私は慣れた現業職でずっ

といかせていただきたいんだという方もいら

っしゃるかと思います。そんなときには、こ

れも法的にはどうしようもないのかどうかと

いう点のただしをさせていただきたいと思い

ます。 

 もう一点は、現業職でやられて、できるだ

け転任試験を受けていただきたいということ

なんですけども、人材活用の教育プログラム

というものがどのようになされているのかな

と。ただ単に転任試験を受けてくださいよで

は、なかなかしんどいところもあると思いま

す。業務も、勤務時間内で、勤務時間のでき

るだけ効率的にして、時間内で勉強のプログ

ラムを組んで勉強していただくようなことと

か、そういうようなことも考えておられるの

かなということをお尋ねいたします。 

 以上でございます。 

○議長（石橋英和君）市民生活部長。 

○市民生活部長（石井美鈴君）可燃ごみとそ

の他ごみの契約年数の違いでございますが、

可燃ごみにつきましては、本来３年間でござ

いましたが、可燃ごみにつきましては週１回

に地区が今後も変更する可能性もあるんです

が、今のところ、ちょっとその可能性という

のは、努力はしているんですけれども、今は

落ち着いている状況でありまして、可燃ごみ

の収集につきましては大幅な変更というのは

ほとんど見込まれないというふうに考えてお

ります。 

 ただ、その他ごみにつきましては、ごみス

テーションの問題であったり、収集方法であ

ったりというのがいまだ確定がされておりま

せんので、その見直しを今後３年間かけて見

直しを行いまして、確定をごみステーション

から始めて、いろんな問題点をもう一度点検

し直すということで契約年数を変えてござい

ます。 

 燃料代につきましては、契約書が今手元に

持っておりませんが、大幅なそういうような

変動になった場合につきましては、双方協議

してということになっているかと思いますが、

後ほどまた正確な答弁をさせていただきたい

と思います。 

○議長（石橋英和君）企画部長。 

○企画部長（森川嘉久君）転任試験の件でご

ざいますが、これは身分の変更を伴うことで

ございますので、労働組合のほうとも協議を

させていただきながら進めておるわけでござ

いますけども、当然のことながら試験を受け

るか受けないかというのは本人の意思という

ことになっております。 

 それから、先ほども現業職から一般職に移
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っていただくわけでございますので、業務の

適用の件もございますので、今の制度上は試

用期間を設けまして、その間に本人の希望に

よりましては、また現業職に戻れるという制

度の枠組みにさせていただいております。た

だし、現在かなりもう進めておるわけでござ

いまして、ちょっと正確な人数は手元に資料

がございませんが、現実に転任試験を受けて

いただきまして、事務職になった方が相当数

おられまして、それぞれの持ち場で頑張って

いただいております。ただし、議員もご指摘

いただいたとおりでございます。かなり職種

が違いますので、その中でいろいろな業務上

の悩みでありますとか、そういうことに関し

て職員課のほうで相談も受けさせていただい

ておるのは事実でございます。 

 それから、研修制度でございますか、現在

のところ、ちょっとそこまで対応できていな

いのが現状でございます。ただし、以前から

包括的な研修制度の中で、一般的な知識に関

しましては、現業職、一般職にかかわらず、

基本的知識の受講はしていただいております

ので、基礎的な知識は持っていただいとると

思うんですけども、それぞれどこに配属され

るかによりましては、特殊な知識も必要にな

ってくるかと思います。ただしこれは一般職

におきましても、人事異動に伴いますといろ

んなことがございますので、これはオン・ザ・

ジョブトレーニング、ＯＪＴですか、現場の

中で身につけていただく必要があるんかなと

は思いますけども、基本的な知識の不足とい

うことが今後あるようでございましたら、特

別な研修ということも検討する必要はあるん

かなというふうには思いますが、現状ではス

ムーズにある程度いけておるんかというふう

に思います。 

 それから、転任試験の中で、基礎的な知識、

パソコンでありますとかそういうことに関し

ましては、一応試験の項目にもさせていただ

いておりまして、転任を希望される方につき

ましては、自分で相当そういうことも訓練を

いただいておるようでございますし、あとの

パソコン研修等は一般職も含めまして専門機

関で受講する機会をたくさんとっております

ので、そういうことに関しましては制度的に

かなり充実をさせていただいておるというふ

うに思います。 

 パソコン研修については受講枠があるわけ

でございますけども、できるだけ転任者を優

先して優先的に受けていただいておるという

のが現状でございます。 

○議長（石橋英和君）７番 中西君。 

○７番（中西峰雄君）答弁ありがとうござい

ます。 

 転任制度についてなんですが、私が思いま

すところは、なかなか職掌が変わると難しい

のが現実だと思うんです。積極的に現業職か

ら転任していただこうとすれば、研修制度と

いうのが充実していかないと、手慣れたとこ

ろでおりたいよと、校務員とかもまだいらっ

しゃるかと思いますが、ということになって

しまうと思います。ですから、勤務時間中、

あるいは時間外についても、現業職の方につ

いて一般職に必要なスキル、能力の開発につ

いてのプログラムというものをやはりつくる

べきだと私は思っているんです。それがどん

だけの効果があるかというのはなかなか難し

い。例えば私が市の職員に採用されるのに何

ぼ教育していただいても役に立たんというよ

うなこともあるんですけども、そういうこと

もあるかもしれませんが、やはり積極的に転

任していただくためには、能力の研修制度と

いうものを設けていかれるべきじゃないんで

しょうか。再度お尋ねします。それと、現実

に転任された方も総合的な一般職としての対

応力に問題があるということもあるので、こ
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の辺を答弁をお願いします。 

○議長（石橋英和君）企画部長。 

○企画部長（森川嘉久君）議員ご指摘の点も

なかなか、特に年齢の点も若干あるかと思う

んですが、若い時期に転任していただくのと、

相当年齢を重ねてから転任していただくのと

が若干適応の差というのもあるかというふう

なことを現実として思っておりますが、現在

のところ、皆さん積極的にその転任試験を受

けようという意欲を持っていただいておるの

は事実でございます。ただし、議員もご指摘

のように、なかなか思うようにその職場に適

応できないというようなことが起こってきま

すと、皆さん、そしたらその後の方もなかな

か、もうそしたら転任やめとこうかというよ

うなことになってしまうかと思いますので、

その点に関しては十分配慮をしていきたいと

いうふうに思っておりますし、カリキュラム

を組んでというところまで行けるかどうかも

わかりませんが、十分今の現実を踏まえなが

ら研修制度についても十分検討をさせていた

だきたいというふうに思います。 

○議長（石橋英和君）ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（石橋英和君）ないようですので、こ

の際、午後１時まで休憩いたします。 

（午後０時７分 休憩） 

                     

（午後１時00分 再開） 

○議長（石橋英和君）休憩前に引き続き会議

を開きます。 

 日程に従い、議案審議を行います。 

 市民生活部長。 

○市民生活部長（石井美鈴君）失礼いたしま

した。先ほど、辻本議員と井上議員からのお

ただしがありました、委託料の削減のことで

ございますが、先ほども、単年で比較という

ことになりますが、現行で９台分の委託料は

１億5,081万5,000円となっております。新た

に、26年度から委託年数と台数も見直す中で、

11台として１億5,894万円の設計金額となっ

ております。差額につきましては812万5,000

円が増ということになりますが、臨時職員の

削減ということで約1,200万円の削減になり

ます。差し引きしますと、約400万円の削減と

いうことになります。 

 続きまして、中西議員からのおただしのあ

りました、燃料費が上がっていけば契約を見

直すのかという件でございますが、契約書を

確認いたしますと、そういうことはなくて、

収集変更の場合は協議してということになっ

ておりまして、私が勘違いしておりました。

高騰した場合につきましては、積算の中で直

接経費として10％を見ております。その中で、

ガソリンを含む物価変動分につきましては、

その経費の中で対応していただけるものと思

いますので、契約の変更は考えておりません

ので、よろしくお願いいたします。 

 失礼いたしました。 

○議長（石橋英和君）次に、６款、農林水産

費、７款、商工費、28ページから33ページま

で、質疑ありませんか。 

 22番 中本正人君。 

○22番（中本正人君）商工観光課から出てい

ます、やどり温泉いやしの湯指定管理委託に

ついてお伺いしたいと思います。この件につ

きましても、全般で聞いてもよかったんです

が、あえてここで聞かせていただきたいと思

います。 

 これにつきましては、債務負担で一応53ペ

ージ、54ページに出ております。これ、先ほ

ども聞いていたと思うんですけど、よろしい

ですか。よろしいでしょう。いいですね。 

 ちょっとお聞きします。これを見ていまし

て、私が一応おかしいなと思うのは、この上

げる理由ですわ。これも委託料だったら委託
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料で上げていただければいいんですけども、

この理由としまして、アクセス道路の条件が

悪い、それから電気料の値上げということで、

これ、書いてますけども、これはもともと契

約する時点においては、アクセス道路が悪い

というのは、もともとわかっているんじゃな

いのかなということです。 

 一番聞きたいのは、契約というのをどのよ

うに考えているのかなということを、私、お

聞きしたい。普通は、契約するということは、

３年後にでも期限を切って契約するわけです

よね。その間は、もし経営となって黒字経営

ならば、それはそれで良しと。しかし、もし

赤字経営になっても、それは相手方の経営の

あれということで、何でこんな負担せないか

んのかな、補塡せないかんのかなというふう

に私は感じるんですけども、そこで、まずお

聞きしたいのは、年間の赤字金額はいくらぐ

らいあるのか。そして、２年間ということに

なってますけども、この２年間というのは、

どういうところから２年間というのが出たの

かということについて、まずお聞きしたいと

思います。 

○議長（石橋英和君）経済部長。 

○経済部長（大倉一郎君） 初の、中本議員

のほうからのおただしでございますけども、

こういう赤字が出た場合のリスク分担はどう

していくんかというようなおただしが１点目

やと思います。 

 指定管理の、この協定書のリスク分担表と

いうのがありまして、20万円未満の小規模な

修繕、10万円未満の備品の修理は指定管理が

行うということになっています。それ以上の

修理・修繕や経年劣化による大規模な改修は

市が行うものという形になっております。 

 今回、赤字が出た原因ですけども、先ほど

中本議員のほうからもお話をいただいたんで

すけども、やどり温泉へ行くまでのアクセス

道路の問題、この台風による被害とかありま

して、また、アクセス道路が非常に狭く、国

道371号線を局部的な改良をしていかなあか

んというようなことがありまして、県が工事

をしていただきました。それで、県の工事の

関係で、通行規制等を設けて工事という形に

なりましたので、非常に営業に支障が出てき

たというのがあります。 

 それで、もう一点目は、先ほども電気代の

ことになるんですけども、今回のやどり温泉

は、オール電化という形のシステムになって

おります。それで、現在、湧き出てくるお湯

の、源泉の温度が30.4度ということになりま

すけども、これは調査時の気温が26.3度の調

査時の温度になりまして、一旦タンクに出て

きたお湯をためて、再度そこからポンプアッ

プしていやしの湯のほうに送っていくという

形になります。それで、温泉で利用する場合、

温度がまだ30.4度ということになりまして、

その場合でも、まだ沸かしてお湯を供給して

いかなならないというようなところがござい

ます。また、冬場につきましては、この30.4

度のお湯が非常にまた下がってしまって、保

温効果が非常に、保温の対策はタンクのとこ

ろでしておるんですけども、なかなか冬場は、

まださらに温度が下がるというような形にな

ります。 

 それで、このいやしの湯のところにつきま

しては、室内の温泉と屋外の露天風呂という

ところもありまして、非常に電気代が年間約

200万円ぐらい、今までの電気代よりも、これ

は東北の大震災の震災によりまして、電気代

が上がったというところになるんですけども、

その電気代がアップしたために、200万円がア

ップされるということになります。 

 それと、この後、契約なんですけども、今

年度３月、来年の３月31日をもって指定管理

期間が満了となるわけでございますけども、
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開店が平成24年３月からですので、26年３月

で丸２年という形になります。 

 指定管理の指定にあたります債務負担行為

ですけども、年間約、今、まだこれはあくま

で推定の金額で、870万円ぐらいの年間予算が

赤字になっていくんじゃないんかなというう

ちの約半分、400万円を年間指定管理料として、

市のほうは支払いをしていきたいということ

でございます。 

○議長（石橋英和君）22番 中本正人君。 

○22番（中本正人君）そういう話をしてもら

えますと、私もわかるんですよ。ただ、この

文章を読みましたら、アクセス道路が悪いか

らとか、電気料が上がったからと。この文章

で、ああそうですかというふうには、僕は、

誰が見ていてもそう思うと僕は思うんですよ。

だから、もうちょっとこの文章を考えて書い

てもらわないと、もし、このままいって、も

し仮に我々、仮に市民から、こんなことであ

んたら通したんかいとなれば、これは大きな

問題ですので、もう少し、もっと慎重に書い

ていただきたいなというふうに私は思います。 

 それで、もう一つお聞きしたいのは、この

管理委託料が、今までこれは無償でしたわね。

これは、はじめ契約する当初、この管理委託

料についての話は出なかったのか。それとも、

はじめから無償ということでしていたのかと

いうことですよね。それを一点お聞きしたい。 

 そして、もう一点は、これから２年間、年

間約800万円ということですけども、これは、

これからずっとこの委託料というのは、この

数字で出していくのか、この２年間で終わり

なのか、それについてお伺いします。 

○議長（石橋英和君）経済部長。 

○経済部長（大倉一郎君） 初から管理委託

料無料という形の公募を行いました。 初は、

公募で企業の方が３者あったわけでございま

すけども、３者のうちのケービックスが、一

番経営していく上で非常に優位な企業である

というような形で選定をしたわけでございま

すけども、管理委託料については、 初から

無料という形の公募でありました。 

 それと、この管理委託、26年、27年におい

ても、２年で終わりなのかというご質問だと

思うんですけども、金額につきましては400

万円で管理委託料、２年後もということです

か。失礼しました。あくまでこの管理の期間

につきましては、２年間という限定をとりあ

えずしていきたいなと考えております。指定

管理者が継続して経営努力を続けていくこと

が重要と認識していますので、経済状況が激

変する、この２年間の経営改善状況を見なが

ら、とりあえず２年間を決めて、その後はま

た考えていきたいなと考えております。 

○議長（石橋英和君）ほかにありませんか。 

 12番 清水君。 

○12番（清水信弘君）お客さんがたくさん見

えたら、まあまあうまいこといくという答弁

だったと思うんですけれども、もちろんそう

だと思うんですけどね。 

 ちょっと拝見しましたところ、竹やぶのと

ころが崩れたんかな。災害で。もういかにも

災害跡という感じがしますよね。あれをどう

するのかとね。それから、あの立派な橋から

下を見ますと、流木がそのままになっておる。

これが、どこがやるんか、県がやるんか国が

やるんか、ちょっとわかりませんけれども、

そこの管理者のほうで取り除ける程度のもの

だと思います。それと、川の水がオーバーし

て倒れた柵なんかがあるんですけども、これ

なんかはいまだにほったらかしでしょう。こ

れは、客を呼べる努力をしてないということ

ですよ。もう明らかにそう見えます。災害が

あった跡へ誰が行こうと思いますか。その点

をどう思われているのかな。その修理等を向

こうに押し付けるんか、市で行って、市の方
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が行ってもすぐ終わると思うんですけどね。

そこのところ、どう思われているのかお願い

します。 

○議長（石橋英和君）経済部長。 

○経済部長（大倉一郎君）竹やぶのところの

法面の修繕について、１点目、質疑いただい

たんですけども、竹やぶの修繕のところ、法

面については、専決予算で計上させていただ

きまして、この修繕をしていこうということ

になっております。 

 それと、同じくこの下の柵につきましても、

同じような、専決予算の中で修繕をしていく

という形になります。 

 それと、川の流木につきましては、この川

につきましては県の管理河川ということにな

っておりますので、流木につきましては、県

のほうに今、自然環境上もやどり温泉の営業

上も非常に支障を来すということにもなりま

すので、県のほうに要望をしておる状況です。 

○議長（石橋英和君）12番 清水君。 

○12番（清水信弘君）そうしてもらったらい

いですけれども、私が言った後の二つは、本

当に個人でも簡単に取り除くことができると

思いますので、言っておきます。 

 以上です。 

○議長（石橋英和君）答弁はよろしいんです

ね。 

○12番（清水信弘君）結構です。 

○議長（石橋英和君）ほかにありませんか。 

 17番 松本君。 

○17番（松本健一君）今のやどりに関して質

問させていただきます。 

 そもそものこの問題は、先ほど来、経済部

長説明していただいたように、電気代の問題

と災害の今後のリスクという部分のお話が起

因していると思うんです。今回は、今後２年

間の売り上げを補填するような形をとろうと

いう策だと思うんです。ただ、これだけが方

法、手法じゃないと思うんですけれども、ま

ず、簡単に考えられるのは、経済建設委員会

の中で前回説明されていた電気代に関しては、

２月がピークで、先ほど説明していただいた

ように、冬の厳冬期に沸かさないといけない。

外湯のほうは、結局はかけ流しになるので、

泊まられると、どんどんそれが出ていってし

まうという問題があるかと思います。 

 それならば、まず一つ考えられるのは、機

器を２月だけ、電気じゃないものを入れて沸

かすことができないのか。それに対して、ど

れぐらいのコストがかかって、それをどれぐ

らいの償却がかかってくるか。単年で400万円

ということであれば、10年で4,000万円かかる

可能性があるわけですよ。それなら、これを

入れたほうが効率がいいという考え方もでき

たはずです。 

 で、もう一つあるのは、もう全く２月はそ

の施設を使わない、閉館するというのは当た

り前にしてしまう。そうすると雇用の分も削

減できるわけですから、電気代ももちろんピ

ークカットができるので、恐らく９月ぐらい

が一番のピークになるんだと思います。それ

ぐらいのピークに合わせていくということも

考えられるはずです。この辺、検討されてい

るのかどうか答えていただきたいのと、それ

と、そもそものこの経営に無理があったんじ

ゃないか。市から持ち出しがないから、これ

でこの施設をどうぞというところで渡したけ

れども、やっぱり無理だったということの認

識ではないんかなと。 

 私が単純に思うのは、ああいった山合いの

施設で、お風呂だけの管理で本当にもつのか

というのは、事業者が入られたときに疑問し

かありませんでした。なぜかというと、やっ

ぱり飲食というところが一番の売り上げが強

いわけですよ。そこに対して飲食、食べ物が

あって、そこに行ってお風呂入って、じゃあ
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食べ物の部分はどれぐらいのニーズを生んで

いってるのか。あそこの施設に関しては、こ

の辺がすごく疑問です。あまりに、ちょっと

私も夏場行って驚いたんですけど、対応自体

がちょっと啞然とするようなことがありまし

た。そういう、客を驚かすような対応をして

いる部分で、じゃあリピートして行こうと思

うかという話になるわけですよ。 

 その辺の、どういうふうに飲食との経営権

的な部分でとらえられているのか。もし、運

営が難しいのであれば、そういった部分も含

めて委託してしまう。もし仮に、地元にやっ

てもらわないといけないんであれば、今、売

り上げを持っていらっしゃる分の利益を、そ

の企業が売り上げ補填をしてあげて、プラス

アルファで売り上げた分は、その企業に入る

という仕組みも持っていけるんじゃないかな

と思います。その辺も考えていかないといけ

ない。 

 じゃあ、今回の、もう名前出ているので、

ケービックス自体が無理なんであれば、企業

を変えるということも検討しないといけない

んじゃないかと思いますよ。それを全くせず

に、単純にもう２年そのまま、その企業だけ

でやるんやということの、これはもう行政の

委託の努力が足りない。その点は否めないと

思います。我々も市民に説明するときに、こ

の400万円出さんと仕方がないんやというふ

うに言わざるを得ないわけですよ。この時点

では。そこに対しては、行政の判断をしっか

りと説明していただきたい。その点について

お尋ねさせていただきたいのと、別件、ちょ

っと細かい部分ですけど、31ページの負担金

補助及び交付金で、学文路地区河南幹線農道

建設促進協議会補助金２万2,000円、それと、

清水・西畑地区地域農業再生促進協議会補助

金6,000円、ちょっとこれ、細かいので逆に目

立ったんですけど、当初予算があって、プラ

スのこれだけ足すという部分では、まず、ど

んな団体なのか。それと、なぜこの補助が必

要なのか。当初の補助目的というのは何なの

かということをお尋ねさせていただきます。 

○議長（石橋英和君）経済部長。 

○経済部長（大倉一郎君） 初の、１点目の、

この２月のピーク時、一番寒い時期のいろん

な、今の電気代の関係から、いろんな他方の、

ほかの機械を入れて電気代をなくすというよ

うな、ほかの効率的な、非常にもっと考える

べきじゃないんかなというようなご質問と、

２月に閉館をしたらどうかなというようなご

質問が、１点目がありました。 

 このことにつきましては、いろいろと商工

観光課のほうでも、いろんな電気代にかわる

ものが、また新たにつくることができないん

かというのも検討しましたけども、非常に金

額がかかってくるというようなことで、今考

えておるのが、営業時間の短縮というんです

か、休館日を増やしていこうじゃないかとい

うことについては、人件費の削減にもつなが

っていくということになります。それで、２

月を全て休んでしまうというのも一つ、それ

は検討していかんなんことかもわかりません。 

 二つ目の、ケービックスの経営に無理があ

ったのではないかというご質問がございまし

た。本当に外的な要因から発生した、お客さ

んが非常に少なくなったというのが１点と、

先ほども説明させていただきましたけども、

アクセス道路の問題から赤字が出てきたとい

うのが大きな原因の一つでありまして、この

企業、ケービックス自体の経営に無理があっ

たのではないかということは、市のほうは全

くなかったと思っております。ただ、ケービ

ックス側につきましては、今後、営業につき

ましても、さらなる努力を続けていくという

ことでございます。 

 ３点目の、このいやしの湯の中に、飲食と
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いうんですか、食べるところがあるんですけ

ども、飲食のところで、以前行かれたら非常

に対応が悪いというところについては、直し

ていかないけないところでございます。飲食

につきましては、ケービックスが経営をして

いるわけではなくて、食堂部門は地元の団体

で、やどり地域振興協会というところに委託

をしまして、イノシシや鮎といった地元食材

の提供をしていただいているような状況であ

りますので、今の時期でしたらイノシシ鍋と

か、非常に一度はまた行ってみたいなという

ような、リピーターも増えてきているところ

でございます。 

 現在、ケービックスというところで指定管

理をしていただいておるんですけども、企業

を変える気はないんかというようなことでの

ご質問がありました。今回、指定管理をして

いただいているケービックスにつきましては、

いやしの湯以外にも全国で４箇所、温泉施設

を運営しておりまして、いずれも順調な経営

状況と聞いております。 

 しかしながら、やどり温泉は、先ほども説

明させていただきましたけども、外的な要因

によって非常に厳しい状況が出てきたという

ことで、赤字が出てきたわけでございますけ

ども、施設管理者を再度募集をするという方

法も一つはあるんかもわかりませんけども、

従前と同じ条件で公募することにつきまして

は、施設営業そのものに影響が出てくるんで

はないんかなと思います。いろいろなセット

プランの開発等、ケービックス側のほうでネ

ット予約の開始とともに、人員の調整による

経費の削減など、経営努力を続けていただい

ています。このケービックス、現在のケービ

ックスの指定管理者に継続することが 善策

であるというのが、市内部で何回も検討した

結果でございます。 

 それと、31ページの学文路地区河南幹線農

道建設促進協議会補助金２万2,000円と、同じ

く、清水・西畑地域農業再生促進協議会、ど

ういう団体なんかなというようなことでござ

います。学文路地区河南幹線農道建設促進協

議会というのは、左岸農道を建設をする協議

会の団体になります。それと、清水・西畑地

区地域農業再生促進協議会というのは、今回、

市のほうで事業を行っております左岸農道に

隣接するところに圃場整備を、西畑地区、一

部清水のほうにも入ってきますけども、京奈

和自動車道の残土をもらいながら、圃場整備

をしながら連絡道路をつくっていくという市

の事業につきましての協議会の団体という形

になります。 

 すいません。ちょっとたくさん質問いただ

きましたので、抜けてえらい申しわけないで

す。 

 この金額なんですけども、この西畑の関係

の市の事業と、左岸農道の県の事業の協議会

の団体、この２万2,000円と6,000円ですけど

も、当初予算では、一定の協議会への補助金

は決まっておりまして、その後、市への貢献

度というんですか、イベントへの参加等、い

ろんなイベントのほうへ参加いただいており

ますので、ボランティアとして参加いただい

た費用を貢献度として、 初、当初予算でつ

けた金額に対しての 高２割を限度としてつ

けた金額になります。 

○議長（石橋英和君）17番 松本君。 

○17番（松本健一君）今、 後の部分にすご

く引っかかったので、さきの部分のことを全

部忘れかけたんですけど、まず、ケービック

スが今に選ばれている理由、私もその当時、

経済建設委員だったので覚えているんですけ

ど、やはりネット募集のメリットというとこ

ろをかなり強調された記憶があります。その

独自のチャンネルというところに、かなりこ

だわったと思うんです。じゃあ、ふたを開け
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てみると、企業が思い描いていたような環境

的なリスクというのは、もっと高かったとい

うことだと思うんです。それであれば、それ

を超えれるぐらいの集客性をつけてあげない

といけないわけですよ。 

○議長（石橋英和君）17番議員に限ってじゃ

ないんですが、補正予算に関しての部分に絞

っていただきたい。 

○17番（松本健一君）議長、それであれば、

はじめからとめるべきですよ。 

 もし仮に、災害で道路が寸断される、そこ

までいくのはちょっとあれですけども、そう

ではなくて、雨とかのリスク、集客が落ちる

リスクという部分をしっかりとカバーできる

ぐらい、通常の平日でも売り上げがぐんと伸

びるような形をもっていってあげないと、い

くら立派な施設を山の中につくったとしても

人は行かないですし、先ほど言われたように

イノシシ鍋とかを、一度は行ってみたいと、

一度しか行ってもらわんと困る、もっと行っ

てもらわんと困るわけですよ。二度、三度と

市内の人も市民も皆が、もう何回も行きたい

よと思ってもらわんと困るわけです。そこな

んですよ。そこをちゃんとした、市がイニシ

アチブをとってもらって、ちゃんと引っ張っ

ていってもらう。 

○議長（石橋英和君）そうなんですよ。 

○17番（松本健一君）そうですよ。ここで議

論は切れないですからね。まず聞いてますか

らね。まず、一回は 後までさせていただき

たい。私のときに言うんであれば、それであ

れば先ほども全部ですからね。そこは議長が

ちゃんと仕切っていただかないと。これは議

長の責任ですからね。わかりますか。 

○議長（石橋英和君）端的にお願いいたしま

す。許しますから。 

○17番（松本健一君）いいですね。そしたら、

先ほどの清水・西畑の部分ですけども、貢献

度ではかってこの補助金をつけられたという

お話でいくと、どうやってその貢献度という

のをはかるんですか。こういった部分は。そ

こをちょっと、ちゃんと説明をしていただき

たい。その部分をお願いします。  これはケービックスももちろんですけれど

も、地元の協議会の方々、運営する主体の方々

をやっぱり高めていっていただくしかない。

で、もし無理なんであれば、その売上補償的

なものをちゃんとつけて、またそれは別のと

ころに、もっと魅力を高めましょうというふ

うにもっていくということを考えていかない

と、これは指定管理を２年伸ばしたからとい

って、もう放っておいたらええということじ

ゃないわけです。これ、400万円を仮に出した

としても、そこだけは商工は絶対やらないと

いけないと思います。これだけはお願いした

いと思います。それで、もう一回、それに関

しては回答をいただきたいんですけれども。 

○議長（石橋英和君）総務部長。 

○総務部長（北山茂樹君）任意団体の補助金

につきましては、補助金交付基準というのが

ございまして、その中で、一つは、市のイベ

ント・行事等にボランティアで参加していた

だく。例えば、前年度でしたら紀の川祭とい

うのがありまして、それの清掃ボランティア

として、団体として参加していただくという

ことになりましたときに、一応市への貢献度

という形で、紀の川祭だけじゃなんですけど

も、その市の事業やイベントの参加の回数に

よって、 高２割までという一つの基準がご

ざいますので、それに基づいて上乗せをさせ

ていただいておるという状況でございます。   （「議長、議案17号にあるんで、あん

まり、ちょっと整理したってよ」

と呼ぶ者あり） 

○議長（石橋英和君）経済部長。 

○経済部長（大倉一郎君）やどり温泉いやし
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の湯のリピーターを、市のほうも積極的な形

で企業側についても応援をしていかないけな

いんじゃないんかなというご質問でございま

すけども、それは市のほうにつきましても、

大の努力をしていきたいなと考えておりま

す。 

○議長（石橋英和君）ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（石橋英和君）ないようですので、次

に、８款、土木費、９款、消防費、34ページ

から39ページまで、質疑ありませんか。 

 17番 松本君。 

○17番（松本健一君）まず、35ページ、道路

維持に要する経費の自動車購入費119万7,000

円、当初予算になかった分で、車を購入する

ということなので、一応説明をいただきたい

と思います。 

 あと、37ページ、一番上、河川総務に要す

る経費で、全国治水砂防協会県支部負担金18

万1,000円と、小規模がけ崩れ対策事業負担金

47万円のご説明をお願いします。 

○議長（石橋英和君）建設部長。 

○建設部長（松浦広之君）まず、自動車購入

費でございます。これにつきましては、ダン

プタイプの軽トラックでございます。平成15

年に購入いたしましたが、エンジン等の調子

が悪く、修理不能ということで、11月に廃車

いたしました。それを新たに購入させていた

だきたいということで、今回、補正で上げさ

せていただきました。 

 それから、全国治水砂防協会県支部負担金

及び小規模がけ崩れ対策事業負担金につきま

しては、当初予算を組む段階では、それぞれ

額が確定しておりませんでしたので、今回、

補正で上げさせていただきました。 

 中身につきましては、全国治水砂防協会県

支部負担金は、県が行います砂防事業の率割

と均等割がございまして、その額が確定しま

したので、今回補正で計上させていただきま

した。それから、もう一つの小規模がけ崩れ

対策事業負担金につきましては、本市内で県

のほうで事業をしていただいております砂防

事業、３箇所ございますんですけども、これ

の10％が本市の負担ということになっており

まして、それを計上させていただいておりま

す。 

○議長（石橋英和君）ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（石橋英和君）ないようですので、次

に、10款、教育費、40ページから47ページま

で、質疑ありませんか。 

 14番 中本浩精君。 

○14番（中本浩精君）41ページの小学校施設

等整備に要する経費について、端的にご質問

いたします。 

 まず１点目が、購入されます面積と平米単

価、お教え願えますか。２点目なんですが、

財源は緊急防災・減災事業債を活用するとい

うことですが、避難場所を設置するというこ

とで、市のほうから購入を検討されたものか

どうかという点と、もう一点、避難場所、今

後、どのような避難場所として活用されてい

くかといいますか、どういう構想を持ってお

られるかということ、この３点お聞きします。 

 よろしくお願いします。 

○議長（石橋英和君）教育次長。 

○教育次長（坂本安弘君）まず、土地の購入

費でございますけれど、地権者が２人ござい

まして、あわせて5,034.95㎡、実測面積でご

ざいます。 

 それから、購入単価ですけれども、現在ま

だ鑑定をとっておりませんので、実際の購入

価格ではございませんで、予算を積算する上

での購入単価というところで、固定資産の評

価税額から割り戻していっておるんですけれ

ども、総額で、ちょっと計算式を申し上げま
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す。固定資産の評価税額から２万7,440円を、

これ、実勢価格に割り戻すのが0.7で割り戻す

んですけれども、そこに先ほど申し上げた購

入面積を掛けた数字で、１億9,737万1,000円

という金額が算出されております。 

 それから、ちょっと私のほうで、避難場所

の件でございますけども、議員もご承知のと

おり、既に校舎、それからプール、橋本小学

校についてはほぼ解体が予定どおり進んでお

りまして、ですけれども、いわゆる屋内運動

場、体育館は残す予定でございます。社会体

育施設として残していく予定でございますけ

れども、その体育館については既に避難場所

に指定をされておりますので、引き続き避難

場所として、社会体育施設である一方、災害

時の避難場所として、これからも残していく

ということになろうかというふうに思います。 

○議長（石橋英和君）ほかにありませんか。 

 17番 松本君。 

○17番（松本健一君）41ページの、元気な森

の子事業に要する経費の中で、元気な森の子

事業委託費14万7,000円に関してですけれど

も、この事業をちょっとご説明いただきたい

なと思います。多分、高野山での林業体験を

するというものだと思うんですけども、結構

評判がいいというか、うちの子も行かしてい

ただいて、昨年やったと思いますけど、そう

いう事業で、これはあくまでも高野山でしか

使えないという事業なのか、それか、例えば

市民の森とかで維持管理をしている団体があ

った場合に、市内でもこの事業というのは、

そういった活動を持っていくことができるよ

うな予算なのか、その点をちょっと加えてご

説明いただきたいんですけれども、お願いし

ます。 

○議長（石橋英和君）教育次長。 

○教育次長（坂本安弘君）議員おただしのよ

うに、高野山の森林体験学習等に要する委託

料ということで、県費で100分の100の補助を

いただいて実施しておる事業でございまして、

紀見小学校とあやの台小学校でその事業を実

施しております。たしか、ちょっと正確な答

弁がさせていただけないので申しわけないで

すけども、森林組合に事業委託してお願いを

してやっておる事業ということで、現在、高

野山の森林組合のほうにお世話になっておる

ということであったというふうに認識をして

おります。 

○議長（石橋英和君）17番 松本君。 

○17番（松本健一君）また別でもいいので、

その要綱とかあればお教えいただきたいと思

います。 

 ちょっとページ変わりますけども、47ペー

ジの、給食センター人件費943万8,000円の減

額ということなんですけれども、この減額理

由をお教えいただきたい。恐らく、高野口の

給食センター関係かなとは思うんですけれど

も、どのように削減になっているのかという

ところ、お願いいたします。 

○議長（石橋英和君）教育次長。 

○教育次長（坂本安弘君）今回12月補正で、

いろんな形で人件費の補正が出ていておりま

すが、人件費の翌年度の積算については、前

年度の12月、ちょうど今、来年26年度の予算

を編成する時期でございまして、人件費につ

いては、そのときに張り付いておる人間が引

き続き残るとして人件費を計上するというこ

とになっておりまして、ちょうど人事異動等

に伴う人件費の移動については、この12月に

補正をするということになっております。 

 議員おただしの、給食センターの人件費に

つきましては、１名、この４月に給食調理員

のほうから事務職員に転任した職員の部分で

あります。 

○議長（石橋英和君）ほかにありませんか。 

 ６番 辻本君。 

－199－ 



○６番（辻本 勉君）先ほど質問あったんで

すが、41ページの公有財産購入費ということ

なんですが、ここで橋本小学校の校舎とか、

その辺の借地を購入するということなんです

が、従来からちょっと気になっている点が、

橋本小学校の周辺道路といいますか、特に、

西の半分からずっと回りまして北側、そして

東の半分ぐらい。この辺の道路が大変狭いと

いうことで、地元のほうからも若干要望が上

がっておると思うんですけども、これが借地

であれば大変難しかったと思うんですけども、

市の公有財産になりますと、あの小学校近辺

の道の拡幅というのが大変大事になってこよ

うと思うんですけども、その辺について、何

か計画はあるんかどうかお尋ねしたいと思い

ます。 

○議長（石橋英和君）建設部長。 

○建設部長（松浦広之君）橋本小学校周辺に

つきましては、西側の道路については既に完

成いたしております。それで、ただ今東側、

いずれも南半分になるんですけども、工事す

る予定で発注しております。ただし、今議員

おただしの北側の部分につきましては、今の

ところそういった計画はございません。 

○議長（石橋英和君）ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（石橋英和君）企画部長。 

○企画部長（森川嘉久君）41ページ、退職金

の件でございますが、総務管理費のところで

退職手当についてご説明を申し上げたわけで

ございますけども、その際、総務管理費で勧

奨退職が12名、それから、教育委員会で３名

というふうに申し上げたんですが、４月の人

事異動がございまして、その関係で、総数で

は変わりませんが、総務管理費から教育総務

費のほうへ１名移っておりますので、正確に

申し上げますと、総務管理費では11名、教育

総務費では３プラス１で４名ということでご

ざいますので、訂正させていただきます。 

○議長（石橋英和君）建設部長。 

○建設部長（松浦広之君）先ほど、土木費で

17番議員からご質問いただきました、小規模

がけ崩れ対策事業負担金の説明の中で、私、

３箇所と申し上げましたが、２箇所が正しい

回答でございました。おわびして訂正申し上

げます。 

○議長（石橋英和君）ほかにないようですの

で歳出を終わります。 

 引き続き、歳入に入ります。４ページをお

開きください。 

 歳入全般について行います。 

 質疑ありませんか。 

 ２番 阪本君。 

○２番（阪本久代君）７ページの財産収入の

ところで、この企業誘致用地の売却による収

入ということで7,798万3,000円上がっており

ます。今までも企業誘致に関しては、売り上

げとかは、また次の開発とかに使っていくと

いうふうな説明をもらってたんですけれども、

この7,798万3,000円を加えて、今までで売却

収入の合計がいくらになって、そのうちいく

らを、さらにまた別のことに使っているのか

お尋ねします。 

○議長（石橋英和君）理事。 

○理事（吉田長司君）ちょっと数字、持ち合

わせていませんので、後から説明したいと思

います。 

○議長（石橋英和君）ほかにありませんか。 

 18番 井上君。 

○18番（井上勝彦君）９ページの、市民生活

部長、橋本周辺広域市町村圏組合負担金過年

度精算金１億1,780万4,000円、それの内訳を

教えていただけますか。内訳というか、先ほ

どの説明が中途半端になっておりましたので、

歳入のところでちょっとお聞かせ願えたらと

思います。それから、これは下のものが全部
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足したものになるんかな。また別やな。それ、

ちょっとお聞かせ願えますか。 

○議長（石橋英和君）市民生活部長。 

○市民生活部長（石井美鈴君）橋本周辺広域

市町村圏組合負担金過年度精算金の内訳でご

ざいますが、平成24年度の負担金を本年度に

おいて精算したものでございます。内訳とし

まして、清掃費負担金の返還金としまして

4,725万3,039円、続きまして、塵芥処理手数

料返還金、これが先ほど申し上げました直接

搬入分でございまして5,357万1,230円、続き

まして、資源物売却収入返還金、これは広域

で資源物を収集していただいて売却した分の

返還金でございまして1,601万2,881円、続き

まして、再商品化合理化拠出金返還金、これ

が96万7,947円、合計で１億1,780万5,097円と

なってございます。 

 以上でございます。 

○議長（石橋英和君）18番 井上君。 

○18番（井上勝彦君）先ほど私、ちょっと言

ったとおり、ここで広域市町村圏組合ですけ

ども、他の町村も一緒にやってますね。橋本

市が要するに、これ、負担金割合というのは、

人口とか世帯数で割ってしておるんだろうと

思うんですけども、他の町村以外に、要する

に直接搬入しておる分、事業系の分がありま

すね。その分については、要するに橋本市が、

廃掃法というんですか、そういった法律がで

きて、それ以降、橋本市は独自で取り組んで

きたという成果、それが他の町では、広域の、

橋本市以外には雑入で入ってくるお金がかな

り少ないと思うんです。そういうこともきち

んと、要するに市民の協力というんかな、そ

ういうこともあって民間に委託をしたという

ことで、かなりの収入があると思うんです。 

 そういうことから、例えばそういうものも

含めて、それについて、先ほども歳出の中で

出ておりました、民間に委託をすることによ

って、それ以上にまた、計算上では委託をす

ることで年間400万円ほど削減できるという

お話でございましたが、それが６年契約であ

れば四六、2,400万円ですな。ざっと計算して。

３年で、２台やから三四、1,200万円。そうい

うことで、要するに民間に委託をすることに

よって、市がもたらされる、まあ言うたら努

力をして、要するにそれだけの分が入ってき

ておると。 

 要するに、民間に委託した部分については

補助金が出してないでしょう。許認可だけを

与えて、要するに五千何百万円入っているわ

けでしょう。その金額はまあ別として、そう

いうことで事業を展開しているということを、

今ここでのうてもよろしいので、またしかる

べき委員会の中で、ちゃんとしたものを出し

ていただいて、議員にも知っていただくと。

また、市民の皆さんにも知っていただくとい

うことになるので、その旨だけちょっと、こ

の雑入の内訳だけ説明してもらったってちょ

っとわかりにくいので、そういうことをいっ

ぺんやっていただくかなということで、ちょ

っとご答弁。 

○議長（石橋英和君）市民生活部長。 

○市民生活部長（石井美鈴君）それではまた

委員会のほうで報告させていただきたいと思

いますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（石橋英和君）ほかにありませんか。 

 理事。 

○理事（吉田長司君）基礎的な数字、ちょっ

と持ち合わせてなくて失礼しました。 

 基金の状況でございますけれども、25年度

の事業を執行しますと、予定では４億2,880

万円、きっちり出ておるんですけども、程度

になるということです。それで、24年度期末

からは少し、４億9,000万円ほどありましたの

で、減っております。そういうことで、今後、

また毎年基金の状況というのは決算で出てき
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ますので、よろしくお願いしたいと思います。 

  （「答弁もれというか、ちょっと意味

が違うようなんですが」と呼ぶ者

あり） 

○議長（石橋英和君）ご指摘ください。 

○２番（阪本久代君）今まで売却して得た収

入の合計がいくらですかという質問で、なお

かつ、それで基金として積み上げていたとし

ても、その基金からまた繰り入れて何かの事

業をしたんであれば、その売り上げたお金か

らどのぐらい使ってますかという質問なんで

す。 

○議長（石橋英和君）理事。 

○理事（吉田長司君）ほとんどＳゾーン関係

のことでなってこようかと思います。ただ、

一部、神野々用地とかそんなんがございます

けども、それを入れたらちょっとややこしく

なってきますので、Ｓゾーン関係で企業に売

ってますのが市の歳入になる形でございます

けども、10億8,314万9,827円となっておりま

す。 

 その中で、Ｓゾーンの造成工事で約６億円

ほどでしたか、６億何がしを使ってますし、

あと、日本立地センターの費用とか、それか

ら登記料とか、それからもろもろのＳゾーン

にかかわる造成以外の水路の工事とか、例え

ば、妻の水路工事なんかにも使ってますので、

現在のところ、そういう４億2,884万6,000円

になってございます。 

 以上です。 

○議長（石橋英和君）ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（石橋英和君）ないようですので、歳

入を終わります。それでは、歳入、歳出全般

について行います。質疑ありませんか。 

 ６番 辻本君。 

○６番（辻本 勉君）先ほども11番議員のほ

うから質問があったんですけども、歳出のペ

ージ、15ページの集会所新築改修補助金につ

いてであります。本年度は三百六十数万円と

いうことなんですが、合併後、平成18年以降

の資料をちょっと調査しましたところ、かな

り偏りがあるといいますか、新築補助金につ

きましては合計で2,381万6,000円出ておるん

ですけども、そのうちの恋野地区が1,453万

1,000円と、かなり高額なといいますか、金額

が恋野地区の補助金ということで出ておりま

す。 

 これは、やはり市内の集会所、建てたくて

も建てることができない、特に高野口町につ

きましては、自治会の形態、区の形態という

ものが若干旧の橋本市と違いましたので、そ

れぞれの区が本当に資金がないということで、

欲しくてもできないという、そういうジレン

マに陥っていると思うんですが、そういう観

点からも考えていきますと、この補助金につ

いては一定、その補助金要綱自体が少し不備

があるんではないかなと。 

 その中でお聞きしたいのは、この補助金要

綱は旧橋本市時代にもこの制度があったんか

どうか。このような制度があったんかどうか

ということと、あったんであれば、この制度、

前の制度が、この新しい合併後の橋本市の制

度として新市にもつながって、引き継いでい

るのかどうか。その辺についてのご答弁と、

それと、改修のところなんですが、改修につ

きましては、それなりにいろんな地域のほう

から要望があってされておるということで、

理解はできるんでありますが、これも上限50

万円という形がある中で、２年にまたがって、

まあ言えば、申請を上げられておるところが

あるわけですね。地元の資金に問題があって、

２年にまたがらんとどうしてもできへんとい

う部分があるんですけども、これ、悪くとり

ますと、２年に分ければ、まあ言えば50万円、

50万円、２回もらえるという解釈にもなるん
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です。１回35万4,000円もらって、次に36万

8,000円もらっているところもあるんです。こ

れは普通に言えば、１回であれば50万円の補

助金になるわけですね。そうしたら、やはり

この辺の要綱をもう少しきちっと整理しない

と、やりようによってはおかしな状況になる

んかなと思います。 

 そこらを、今後この補助金要綱について、

きちっと精査をして見直しをしていくんかど

うか。恋野地区がこういうことで、地元のほ

うで要望があってやられておること、地元の

ほうでかなりの金額の負担をしてやられてお

るということについては、私は、今の現在の

補助金要綱からいくと何ら問題はないので、

それなりに地域活性化のためにやっていただ

いておる。地域コミュニティの、まあ言うた

ら確保といいますか、そういう意味では大変

喜ばしいことなんですけども、これが市全体

として考えていったときに、市民の目から見

たときに、若干この要綱自体に問題があるん

ではないかなという判断をされるんですけど

も、その辺についてご答弁いただけますか。 

○議長（石橋英和君）総務部長。 

○総務部長（北山茂樹君）集会所の新築改修

補助金についてお答えします。11番議員にも

お答えいたしましたとおり、現在の補助金に

つきましては、現行制度、橋本市地区集会所

建設及び管理運営補助金交付要綱に基づいて

交付を行ってございます。先ほども申しまし

たとおり、この補助金交付要綱では、あくま

で区が実施するものということ、それから、

箇所数の上限数は定めていないということで、

現在は区からの申請があれば、全てうちのほ

うも補助金を交付しているという状況でござ

います。 

 ただ、この補助金につきましては、例えば、

新築・改修補助金の全額補助するということ

になれば、それはやっぱり偏ったところに補

助を交付するというのは、僕は問題はあると

思うんですけども、あくまで、新築でしたら

３分の１の掛ける９掛けということで、地元

といたしましては、３分の２以上の負担をし

ていかなければ集会所が建てられないという

ことになっております。 

 したがいまして、それぞれの区・自治会で

その集会所の新築改修については、単年度計

画または数年度計画で計画を立てられて、立

案、それから自分とこの区の財務力、財政力

をやっぱり勘案してそれぞれ立案されており

ますので、市といたしましては、やはり地元

の主体性というんですか、その辺を尊重させ

ていただいて、年間に10箇所来れば10箇所に

対する補助金を交付していくという考えでご

ざいます。 

 実際に、先ほど議員おただしのとおり、平

成18年度から、ちょっと合併後の見ますと、

新築につきましては全部で10箇所の集会所に

対して補助金を交付しておりまして、そのう

ちの６箇所が恋野地区になってございます。

額的に言いましても、議員おただしのとおり

1,453万1,000円でございます。しかしながら、

その６箇所の集会所といいますのが、全て６

箇所の建設総額は約5,000万円かかってます。

つまり、3,600万円が地元で出しているという

ことになるわけでございますけども、その辺

が財務力ということになろうかと思います。 

 それから、制度ですけども、現行の制度に

つきましては、旧橋本市の制度でございます。

合併に基づきまして、旧橋本市の制度をその

まま新市の制度として制定をさせていただい

ておるということになります。 

 それから、改修の件でございますけども、

改修につきましては、確かに２年間にまたが

って工事をしておるんですけども、これは、

例えば城山台等々集会所につきましては２カ

年にまたがって実施はしているんですけども、
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これについては、同じ１丁目とか、３丁目ま

であるんですけども、それぞれ同じ集会所で

はなくて、１丁目の中でも一つ、二つ箇所が

ありますので、別々の集会所に対して補助金

を交付しているということで、一つの集会所

に対して２年にまたがってということではご

ざいませんので、ご理解をいただきたいと思

います。 

○議長（石橋英和君）６番 辻本君。 

○６番（辻本 勉君）私は、今までのところ

は、やはりその要綱に基づいてきちっと申請

を上げてやっておるということについては、

それは問題はないかと思います。しかし、３

分の１やからいいというわけにはいかんと僕

は思うんです。やはり、もう少しこの辺の要

綱を見直した中で、市民の大変貴重な税金な

ので、財政力のあるところ、区は、それは本

当にすばらしい、それなりにつくっていただ

いてすばらしいんですけども、そこまで偏っ

た補助金が出ていくというのは、やはり少し

考えんといかんのかなと。市全体を考えてい

ったときに、もう少しその要綱の部分を、今

後は考えていかないかんのかなという気はし

ます。 

 それと、城山台はたくさん改修でいろいろ

あるのはわかるんですけども、そしたら、こ

の高尾城自治会館というのは２回、２年にま

たがってやっておられるんですけども、これ

は35万4,000円と36万8,000円の補助金が出て

るんですよ。これ、１回にやったら50万円で

済むわけでしょう。単年度でやれば。こうい

う、悪いとは言いませんよ。悪用したとは言

いませんけども、ここは多分１箇所やと思う

んです。城山台は何箇所かあるから、それは

別々ですよと。年度またがっても違う集会所

ですよと言われれば、それはわかりませんの

で、私としては。 

 そしたら、高尾城というのは二つの会館な

んですか。別々なんですか。それで、別々に

上がってきて35万4,000円と36万8,000円の補

助金をつけておるんですか。それやったらも

ちろん問題ないし、高尾城が悪用したとは言

いませんよ。そやけど、ある程度きちっとし

とかんと、そういう２回にうまく分けたら、

まあ言うたら、２回、50万円、50万円もらえ

るんやというね、これはものすごい抜け道で

すわな。悪いことではないんで、要綱の抜け

道、法の抜け道と一緒ですよ。 

 そういうことも考えた中で、もう少し、こ

の要綱については見直しをすべきではないん

ですかということなので、見直しをしません

と。３分の１やから別に問題ないですよとい

うんであれば、それもう仕方ない話なんです

けども、だから、本来、私は見直しをすべき

やと思うんです。市民の目から見たらね。や

はり、もう少し見直しをすべきかなと。やっ

ぱり財政力のあるところは、ほんまにこれ、

かなり地元負担していただいていますけども、

そしたら、財政力のないところは集会所欲し

ても全くできないという状況になるでしょう。

それも何ていうか、お前らもっとその地域で

努力したらええんやと言われりゃそれまでか

もわかりませんけども、そういう大変しんど

い目もせないかんこともあるので、もう少し

この辺の要綱については見直しをするべき点

があるんではないかなと思うんですけども、

その辺、今後いろいろ勉強しながら考えてい

っていただけるんかどうか。もうずばり、し

ませんというんであれば、それでも結構です

けど。 

○議長（石橋英和君）総務部長。 

○総務部長（北山茂樹君）現行の制度の抜け

道ということになろうかと思いますけれども、

やっぱり財政力というのが一番大きなことに

なるわけでございまして、例えば、高尾城で

ございますと、単年度でこれ、35万円程度の
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補助金が出ておるわけですけども、要はその

２カ年でまたがれへんだら、その分は区民の

方でご負担をしていただかなければならない

というような事態も生じるわけです。その辺

が難しいところで、市としてもできるだけ、

できる限り補助できる範囲の中では補助した

いという考え方を持ってますし、今、区民の

負担をできるだけ抑えるというか、そういう

ことでもやっぱり考えていかなければならな

いんではないかなということで、非常に難し

い判断が必要になろうかと思いますけども、

それぞれの区の計画等々も勘案しながらして

いかなければならないかなと、かように思っ

ております。 

○議長（石橋英和君）ほかにありませんか。 

 11番 土井君。 

○11番（土井裕美子君）53ページの債務負担

行為のところです。市民活動サポートセンタ

ー指定管理委託で25年度から28年度までで

2,370万円。これ、だいたい１年間でいいます

と800万円弱ですかね。700万円は超えている

ということですが、この積算根拠といいます

か、今お１人雇っていらっしゃると思うんで

すけれども、事務員等の経費なのかなという

のも思いますけれども、その辺の詳しいご説

明をしていただきたいというのが一点と、同

じところの、住民基本台帳ネットワークシス

テムの借上、一千飛んでの部分ですが、これ

が25年度から30年度になっていますが、平成

25年の５月に番号関連４法というのが成立し

て、たしか28年ぐらいからは、ナンバー制度

というのが導入されていくというようなこと

もお聞きしてますので、その辺との整合性と

いうか、ナンバー制度も取り入れながら住民

基本台帳のほうも30年までは続けていかれる

ので、これを５年間の債務負担行為として上

げてらっしゃるのか、その辺のところ、ちょ

っとよくわからないので、ご説明をしていた

だきたいというふうに思います。 

 それと、もう一点、英語指導助手の業務委

託ですが、26年度の分で上がってきておりま

すが、これは多分、新年度の当初より英語の

ＡＬＴの先生を雇うために債務負担行為を打

ってらっしゃると思うんですが、その辺の人

数を教えていただけたらと思います。多分、

外部発注をされているかと思うんですけれど

も、その辺のご説明をお願いいたします。 

○議長（石橋英和君）土井議員、この市民活

動サポートセンター指定管理委託につきまし

ては、議案第15号で取り扱っておりますので、

これ以外ということでよろしいでしょうか。 

 土井議員。 

○11番（土井裕美子君）これ、指定管理です

よね、議案は。指定管理は指定管理だと思う

んですけれども、金額的な積算というのは、

ここで聞かせていただいたほうがいいのかな

というふうには思って質問をいたしましたが、

どうでしょうか。 

○議長（石橋英和君）はい。取り扱うように

いたします。 

 それでは答弁お願いいたします。 

 市民生活部長。 

○市民生活部長（石井美鈴君）市民活動サポ

ートセンターの積算根拠でございますが、お

っしゃるとおり人件費で358万1,000円、いろ

いろな啓発講座であったり、講座を開催して

いただく講師謝金について120万円、その講師

等の旅費・交通費として７万2,000円、いろい

ろな消耗品、需用費として83万6,000円です。

あと、大きなものとしましては、賃借料とし

まして、現在、市の一般会計で支出しており

ます、サポートセンターで利用していただけ

る印刷機、広幅複写機、カラー複写機のリー

ス料をこちらのほうからお支払いしていただ

くことになります。あと、年６回程度の広報

紙、情報誌ですね、そちらの作成として36万
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円、会議費として5,000円、職員の研修費の参

加費として２万円、あと備品の修繕として１

万円、通信運搬費、切手代、電話代、ファッ

クス、ＯＣＮの通信運搬費として23万8,000

円、あと、貸付料としまして、保健福祉セン

ターに係る保守点検の面積割合も負担するこ

とになっておりまして、その金額が117万

7,000円ということで、合計813万1,000円が１

年間で、これの３年分ということで2,370万円

ということになります。 

 以上です。 

（「答弁もれ」と呼ぶ者あり） 

○議長（石橋英和君）答弁もれ、指摘してく

ださい。 

○11番（土井裕美子君）人件費の358万円は、

今のお１人の体制のままでいかれるという確

認でいいですか。 

○議長（石橋英和君）市民生活部長。 

○市民生活部長（石井美鈴君）申しわけござ

いません。昼間の臨時職員として１名分と、

あと、夜間週２回を開けておりますので、そ

のパート代として１名分を見ております。 

○議長（石橋英和君）財政課長。 

○財政課長（吉本孝久君）住民基本台帳ネッ

トワークシステム借上の件でございますけど

も、これにつきましては、平成26年度から30

年度の３年間の債務負担行為となります。住

民基本台帳ネットワークシステムでウィンド

ウズＸＰのサポート期間が終了するため、早

期に業者選定を行い、システムの更新をする

ために、今年度中に業者と契約するというこ

とで平成25年度からの債務負担を打っており

ますが、支出のほうは26年度から30年度の５

年間の債務負担行為です。 

○議長（石橋英和君）企画部長。 

○企画部長（森川嘉久君）議員ご指摘のとお

り、マイナンバー制度が進んでおりまして、

それは認識をしておるところでございますが、

住民基本台帳ネットワークに関しましては、

現在、国で運用されておりまして、それの仕

様に基づいて現行システムを運用していくた

めに、このシステムについては現在のところ

必要だということで、５年間の契約をとりあ

えずさせていただく予定になっております。 

 それから、ただ、そのマイナンバー制度の

仕様につきまして、国のほうからまだきちっ

とした明確な仕様が示されておりません。現

行でいろいろ研究を行っておる 中でござい

ますので、もちろん、それに基づきまして変

更仕様が出てくる可能性もあるんですけども、

今のところ、そのネットワーク自体は現在の

ネットワークを使用できるというふうに聞い

ておりますので、マイナンバーのところはマ

イナンバーのところで付加されるものという

ふうに現時点では考えております。 

 しかしながら、明確でないところがたくさ

んございますので、今後研究を進める中で、

またここについては変更される可能性もゼロ

ではないということで、ご理解をいただけた

らというふうに思います。 

○議長（石橋英和君）教育次長。 

○教育次長（坂本安弘君）英語指導助手の委

託料でございますけども、何人という派遣の

委託ではなしに、回数といいますかで見積も

りをもらっておるというところです。 

 実際に派遣を受けておりますのは、中学校

で週１回程度、それから小学校の低学年で年

間10時間程度、中学年で20時間から30時間程

度、高学年で年間35時間程度、加えて幼稚園

で年２回程度を派遣していただくということ

の委託料になります。 

○議長（石橋英和君）ほかにありませんか。 

 21番 岡君。 

○21番（岡 弘悟君）今聞いていいんか、ち

ょっと一度確認してから質問させてもらいた

いんですけど、今、５号の歳入歳出全般でや
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っているんですけど、この議案の第２条の債

務負担行為の追加も質問してよろしいんでし

ょうか。今、債務行為全般でやっていて、そ

の話になっているんですけど、それ、そうで

すよね。質問してよろしいんですかね。議案

の11ページで、第１条と第２条が債務負担行

為の追加の補正になっているんですけど、今、

これは全般で質問してよろしいですか。議案

書ですよ。議案書11ページではそうなってお

るんですけども。 

○議長（石橋英和君）11ページの。 

○21番（岡 弘悟君）はい。今、第１条をず

っとやっていましたよね。第１条からやって

ましたよね。第２条が債務負担行為の追加な

ので、今、11番議員も質問されていたのが債

務負担行為の追加やったんで、ええんかなと

思うんですけど、構いませんか。 

○議長（石橋英和君）第２条の質問ですね。

はい。どうぞやってください。 

○21番（岡 弘悟君）全般でよろしいですね。

はい。すいません。 

 １点、まず聞きたいのが、広報紙の印刷な

んですけども、これが何部の印刷になるのか

ということと、あと、先ほどからお話出てた

んですけど、やどり温泉いやしの湯の指定管

理委託料の、この800万円なんですけど、先ほ

ど、だいたいお話聞いて、だいたいは事情は

わかったんですけど、ちょっと引っかかると

ころというか、外的要因で赤字が出ていると

いうお話もありましたし、そして、経営のほ

うもこれから改善していくというお話もお聞

きしたんですけど、果たして外的要因だけが

原因なのかなと思うんです。そもそも論って

どうなっておるんかなと思うんですよ。 

 例えば、飲食の部分を地元に指定管理で出

されてますよね。そしたら、その指定管理で

出されている部分で、果たしてその指定管理

料はいくらで出されていて、そして、飲食部

門での売り上げが果たしていくらあって、ほ

んで、一番 初の元請、一番 初に指定管理

を受けている大もとには、一体いくらの利益

率で入っているんかというお話も聞かないこ

とには、どういった形でその飲食部門で指定

管理者がもうけてるんか、もうけているとい

うか黒字を出すんかというのも、ちょっとよ

く理解できないんです。ですよね。 

 飲食部門で受けているほうの指定管理者は、

必ずその金額で受けているので、恐らく赤字

にならないという数字で指定管理を受けてい

るとは思うんですけども、飲食の部分で売り

上げが少なかった場合は、指定管理者は払わ

なあかんし赤字もあるしといったら、追い金

払ってるみたいな形になりませんか。そんな

形の経営って成り立つんかなという疑問もあ

るので、ちょっと、２点か３点になってしま

ったんですけど、答弁よろしくお願いします。 

○議長（石橋英和君）企画部長。 

○企画部長（森川嘉久君）広報紙の印刷でご

ざいますが、予定しておりますのは単年度で

２万6,200部でございます。 

○議長（石橋英和君）経済部長。 

○経済部長（大倉一郎君）いやしの湯の関係

のご質問の、食堂部門についてのご質問です

けども、経営は、食堂部門については地元の

団体の方にお願いをしているような状況でご

ざいますけども、売り上げ分の、ちょっと何

パーセントか、私、ちょっと資料をきょうは

持っていませんので、お話はさせてもらうこ

とできないんですけども、やどり温泉の売り

上げの20％を、テナント料としてケービック

スのほうにお支払いいただいているというよ

うな状況でございます。参考に、平成24年度

決算では、レストランテナント料として約420

万円ほどの金額になります。 

（「答弁もれ」と呼ぶ者あり） 

○議長（石橋英和君）21番 岡君、指摘して
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ください。 

○21番（岡 弘悟君）そもそも、土砂崩れが

あったり、冬に凍ったりとか、いろんな要因

はあるんですけど、そもそもその利益率を考

えたときに、稼働率とか考えますよね、基本

は。そういった計画の中で、一体じゃあ稼働

率何割で収益がとんとんになるかというお話

とかはされてないんですか。 

 ごめんなさい。答弁もれでしたね。２回目

の質問になってしまいますね。 

 外的要因でそういうふうな形になっている

というお話をさせてもらったんですけども、

そもそも論、それだけが要因なんですかね。

中の 初のコンセプト自体で収益が上がらな

い状態になっているというんじゃないですか、

という質問をさしてもうたんですけどね。 

○議長（石橋英和君）経済部長。 

○経済部長（大倉一郎君）大きな原因で、や

どり温泉に来ていただけるお客さんが非常に

減ったというのが、一つの外的な要因の一つ

になりまして、どない言うんですか、先ほど

もお話をさせていただきましたけども、電気

代の関係も、これはございます。電気料が値

上がりしたというのも一つあるんですけども、

それ以外というんですか、外的な要因以外で

赤字になってきてないんかなというようなこ

とでございますけども、集客が見込めなかっ

たというのが大きな原因の一つでありますの

で、現在、経営する上で月1,700人、ちょっと

待ってくださいね、ちょっと資料を。ちょっ

と待ってください。 

 収支の関係の、日帰りの利用のお客さまを

増やすということが重要不可欠なんですけど

も、平成24年度におきましては、１カ月当た

り1,700人の方が利用されているということ

の実績でありましたが、これを１カ月当たり

約700人増やすことで2,400人になることで収

支が実績、とんとんになっていくんかなとい

うような予測はさせていただいております。 

 以上です。 

○議長（石橋英和君）21番 岡君。 

○21番（岡 弘悟君）ありがとうございます。 

 ちょっと今、答弁で気になるのが、先ほど

からの答弁で気になるのが、中身というか、

休んだりとか、経費削減の話をされているん

やけども、今の話を聞いていたら、お客さん

を増やしていかなあかんという話でしょう。

先ほど皆さんがお話していたときは、経費削

減のお話をずっとされておったわけでしょう。

休館していくとかという話もそうですよね。

でも、実質のところ、お客さんを増やしてい

かな黒字にはならんのですよね。ということ

は、その黒字になるための計画というのを、

やはり自分らも示してもらわないとわからな

いですよね。 

 だから、今、もちろん経営再建の話の途中

やと思いますので、今後の経過等をやはり所

管の委員会のほうにきっちりと説明というか、

経過も報告していただきたいんです。経営削

減の方法というのはすぐ効果が出てくるとは

思うんですけども、その過程の中で、こうい

った形で経営改善してますよというのは、委

員会でまたお話はちゃんときっちりデータ出

してもらいたいので、その辺は要望ですけど

も、いや、要望違うわ、返事聞いておきまし

ょうか。すいませんけど、よろしくお願いい

たします。 

○議長（石橋英和君）経済部長。 

○経済部長（大倉一郎君）今後の計画につい

て、この委員会のほうでご説明をさせていた

だきたいなと思いますので、よろしくお願い

をしたいと思います。 

○議長（石橋英和君）ほかにありませんか。 

 20番 樽井君。 

○20番（樽井豪男君）もう時間来ているので

簡単に言います。この債務負担行為の追加と
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いうことで、まず、各３点については、今度、

公の施設の指定管理ということで出ておりま

す。この予算について、この公の指定管理の

ところで、もしだめやという結果になれば、

執行できないだけのことと単純に思うんです

けども、そういう判断で間違いないと思うん

ですけども、その中で、このやどり温泉いや

しの湯、一般財源がゼロ円ということで、こ

れはまだダム基金の中で恐らくこのゼロ円と

いうことになっておると思います。だから、

今後、まず２カ年はある程度、私はある程度

見た中で、次のときに思い切って、ほかの指

定管理も1,000万円の指定管理とか、いろんな

形をつけておるので、一番 初があまりにも

お金を気にしてゼロ円ということでこんな結

果になっておるので、この２カ年の中で経過

を見た中で、その２年先というのは、やっぱ

りもっと慎重に考えるべきじゃないかなと思

いますので、この２カ年の間で、どのぐらい

の市としては、持ち出しのことも含めた中で、

ある程度努力していくんかというのだけお聞

かせいただきたいと思います。 

○議長（石橋英和君）経済部長。 

○経済部長（大倉一郎君）この２カ年におい

ても、経営している指定管理者のケービック

スにおいても努力をしていただかんなん点が

非常に多くありますけども、市のほうも営業

的に関しまして、 大の努力をしていきたい

なと考えておりますので、２年間は様子を見

ていただきたい。２年間はケービックスの指

定管理のほうでよろしくお願いをしたいなと

考えます。 

 よろしくお願いします。 

○議長（石橋英和君）ほかにありませんか。 

 17番 松本君。 

○17番（松本健一君）まず、先ほどの件です

けれども、議長と議会運営委員会の委員長に

お願いしたいんですけれども、債務負担の審

議の取り扱いについて、どの部分で行うべき

か、これをちょっと整理をしていただきたい。

これは要望させていただきます。また後ほど

お伝えいただければと思います。 

 今回聞かせていただきたいのは、53ページ、

先ほど同僚議員が聞いていただいた、市民活

動サポートセンターの指定管理委託に関して

です。先ほどの答弁の中で、市民活動サポー

トセンターの事務員の仕事的な部分と、セン

ターの維持管理だけになっていると思うんで

す。具体的な、市民の活動を本来サポートす

べく仕事というのは、まだ行政の内部に置か

れていて、そこが窓口となって、例えばＮＰ

Ｏの申請をしたいよとかいうのは、そこがし

ているのかどうか。 

 これを聞かせていただきたかったのは、Ｎ

ＰＯといっても中間支援ＮＰＯってあるわけ

ですよ。ＮＰＯの活動をサポートするための

ＮＰＯ、例えば、補助金を探してきて、その

団体に合った申請書をちゃんとまとめてくれ

て、これを使いましょうというふうに言って

くれる。これは福岡とか、結構先進なところ、

こういうところでやってらっしゃいます。そ

ういう団体を今後育成していかないといけな

いと思うんですよ。それを育成していくとい

う、まずベースとなるのが、今回のこのサポ

ート管理の委託料というのが、まずベースに

なってくるかと思うので、その辺の業務とい

うのは、今回のこれには先ほどのご説明だと

含まれてきていないというふうに思うんです。

その辺は、市としてどのように市民活動を本

当にサポートしていこうとしているのか、そ

この部分をもう少しお聞かせいただけますか。 

○議長（石橋英和君）市民生活部長。 

○市民生活部長（石井美鈴君）おっしゃると

おりだと思います。現在は、和歌山市にござ

いますＮＰＯ法人の和歌山ＮＰＯセンターと

いうところがございまして、そちらに委託を
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しまして、ＮＰＯの設立であったり、いろん

な補助制度のことであったりというのを相談

に受けていただいて、こちらのサポートセン

ターまでお越しいただいております。 

 今はそういう状況でございますから、おっ

しゃっていただいたように、今、団体として

登録していただいている中から、そのような

団体を育てていければ一番いいのかと思いま

すけども、今のところ、まだ初期段階ですの

で、なかなか困難であると認識しております。

ですので、今回、指定管理させていただきま

す社会福祉協議会とも協働しながら、市のほ

うも一緒に、市もまだなかなか未熟なところ

がございますので、ともに成長していければ

いいかなと思っておりますので、その辺のと

ころも、またよろしくご助言のほど、お願い

したいと思います。 

○議長（石橋英和君）副市長。 

○副市長（清原雅代君）ただ今の市民生活部

長の答弁とは、若干ちょっと違う点があるか

もわかりませんけれども、確かに中間支援組

織として登録されているＮＰＯがございます。

ただし、そのＮＰＯの活動を見させていただ

いたら、実際にそこに任せられるかといった

ら、そういう実態には現状ではないというこ

とであれしたんですけれども、なぜ社会福祉

協議会に決まったかというところを、もう少

しちょっと詳しく申し上げたいんですが。 

（発言する者あり） 

○副市長（清原雅代君）わかりました。ボラ

ンティアセンターも現に運営しているという

ところが大きな点でございますので、詳細に

つきましては、委員会のほうに委ねられるこ

とと思いますので、そこできっちりと説明を

させていただきたいと思います。 

○議長（石橋英和君）17番 松本君。 

○17番（松本健一君）市民生活部長がおっし

ゃっていただいたのが、私に一番近いと思う

んですよ。今、副市長がおっしゃりかけたこ

とというのは、だいたい想像できます。私が

言いたいのは、今活動をされているところが、

まずネットワークを自分たちで組んでいただ

いて、必要な仕組みを自分たちで考えていた

だくというところから中間支援団体というの

が生まれてくると思うんです。そこを行政が

やっぱりサポートしながら運営をしていかな

いと、事務員だけ置いておけばなんとかなる

というものじゃないという認識を確認したか

ったんです。その点だけです。多分、ずれて

はないと思います。副市長がおっしゃりたい

こともわかるので。その辺だけお願いしたい

なと思います。 

 もう一点、もう一回、やどり温泉に関して、

先ほどの同僚議員からの質疑の中で、飲食に

関する売り上げというふうにおっしゃられた

と思うんですけど、売り上げの400万円。で、

400万円が、それは今の指定管理者のほうに入

ってくるものなのか、それか、400万円は飲食

をやってらっしゃる方の年間の売り上げを指

しているのか。売り上げとして、それから20％

がテナント料的に指定管理者に入ってくると

いう認識でいいのか、そこを聞かせていただ

きたいと思います。 

 それと、あと丹生川ダムの基金に関して、

この施設に対して、まだ何らかの余剰金的な

ものというのは存在しているのかどうか。全

体的な基金の金額というのもお示しいただき

たいと思います。 

○議長（石橋英和君）経済部長。 

○経済部長（大倉一郎君）地元が経営されて

いる売上金額に対しての20％がケービックス

のほうに400万円入ってくるということにな

りますので、そういう形の私、先ほど答弁さ

せていただきました。 

 以上です。 

○議長（石橋英和君）企画経営室長。 
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○企画経営室長（上田力也君）やどりの振興

基金の残額でございますが、平成25年度の事

業を終了時点で、ちょっと手元にきっちりと

した額はないわけですが、約3,300万円程度の

残額がございます。 

 以上です。 

○議長（石橋英和君）ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（石橋英和君）ないようですので、こ

れをもって質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。 

 ただ今議題となっております議案第１号に

ついては、委員会の付託を省略いたしたいと

思います。 

 これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（石橋英和君）ご異議なしと認めます。 

 よって、委員会の付託を省略することに決

しました。 

 これより討論に入ります。 

 討論する方ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（石橋英和君）討論がないようですの

で、討論を終結いたします。 

 これより議案第１号 平成25年度橋本市一

般会計補正予算（第５号）について を採決

いたします。 

 本案は原案のとおり決することにご異議あ

りませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（石橋英和君）ご異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されまし

た。 

 この際、午後２時55分まで休憩いたします。 

（午後２時41分 休憩） 

                     

（午後２時55分 再開） 

○議長（石橋英和君）休憩前に引き続き会議

を開きます。 

 日程に従い、議案審議を行います。 

                     

 日程第21 議案第２号 平成25年度橋本市

国民健康保険特別会計補正予算

（第３号）について 

○議長（石橋英和君）日程第21 議案第２号

平成25年度橋本市国民健康保険特別会計補正

予算（第３号）について を議題といたしま

す。 

 これより質疑を行います。 

 全般について行います。 

 質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（石橋英和君）質疑がないようですの

で、質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。 

 ただ今議題となっております議案第２号に

ついては、委員会の付託を省略いたしたいと

思います。 

 これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（石橋英和君）ご異議なしと認めます。 

 よって、委員会の付託を省略することに決

しました。 

 これより討論に入ります。 

 討論する方ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（石橋英和君）討論がないようですの

で、討論を終結いたします。 

 これより議案第２号 平成25年度橋本市国

民健康保険特別会計補正予算（第３号）につ

いて を採決いたします。 

 本案は原案のとおり決することにご異議あ

りませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（石橋英和君）ご異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されまし
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た。                      

                      日程第23 議案第４号 平成25年度橋本市

住宅新築資金等貸付事業特別会

計補正予算（第１号）について 

 日程第22 議案第３号 平成25年度橋本市

簡易水道事業特別会計補正予算

（第１号）について ○議長（石橋英和君）日程第23 議案第４号

平成25年度橋本市住宅新築資金等貸付事業特

別会計補正予算（第１号）について を議題

といたします。 

○議長（石橋英和君）日程第22 議案第３号

平成25年度橋本市簡易水道事業特別会計補正

予算（第１号）について を議題といたしま

す。  これより質疑を行います。 

 これより質疑を行います。  全般について行います。 

 全般について行います。  質疑ありませんか。 

 質疑ありませんか。  １番 松浦君。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○１番（松浦健次君）住宅新築資金等貸付事

業、これの一応概要と、それと３億5,000万円

の未納金があるということなんですけども、

この決算報告によればね。これについての３

億5,000万円の未納ということについて、期限

が来ている債権全額として、いくらのうちの

３億5,000万円が未納かということと、それか

ら、長期的にはどれぐらい長期未納があるか。

未納の一番 高額はどれぐらいあるかと。こ

の補正額はどれに充てられるか。また、 終

未納金がどのように処理されるようになるの

かということをお教え願います。 

○議長（石橋英和君）質疑がないようですの

で、質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。 

 ただ今議題となっております議案第３号に

ついては、委員会の付託を省略いたしたいと

思います。 

 これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（石橋英和君）ご異議なしと認めます。 

 よって、委員会の付託を省略することに決

しました。 

 これより討論に入ります。 ○議長（石橋英和君）建設部長。 

 討論する方ありませんか。 ○建設部長（松浦広之君）住宅新築資金等貸

付事業基金につきましては、貸付総件数が

2,003件でございます。それから、貸付総額が

83億7,065万円の、こういった事業でございま

す。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（石橋英和君）討論がないようですの

で、討論を終結いたします。 

 これより議案第３号 平成25年度橋本市簡

易水道事業特別会計補正予算（第１号）につ

いて を採決いたします。 

 この中で、24年度決算ベースで、約３億

5,000万円の滞納繰越分が発生しているとい

うところでございます。  本案は原案のとおり決することにご異議あ

りませんか。  それから、今回補正で計上させていただき

ました長期債元金償還費につきましては、９

件の繰上償還がございましたので、この分に

ついて補正で計上させていただいております。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（石橋英和君）ご異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されまし

た。  それから、滞納額の 高額でございますが、
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約1,305万円。申しわけありません、期間につ

いては、ちょっと手元に資料を持っておりま

せん。その他、答弁もれございますでしょう

か。 

（「答弁もれ」と呼ぶ者あり） 

○議長（石橋英和君）１番 松浦君。 

○１番（松浦健次君）未納金が、 終の場合

にはどのような形で処理されるのかというこ

とが一つと、今、総額83億円ということなん

ですけども、現在、弁済期が来ているのがい

くらかということをお教えください。 

○議長（石橋英和君）建設部長。 

○建設部長（松浦広之君）現在、償還につき

ましては、年に１回あるいは毎月償還という

形で行わさせていただいておりますので、都

度都度滞納が生じた場合の累積が約３億

5,000万円ということでございます。 

 それから、 終的にどうなるかということ

なんですけども、一応、平成８年までこの貸

付業務を行っておりまして、原則25年償還と

いうことですので、 終的には平成33年に

終の償還年度を迎えるということになります。 

 この件につきましては、和歌山県内におき

ましても似たような状況で、各自治体関係者

が現在定期的に寄りまして、この対策等につ

いていろいろ協議を進め、また、県・国等へ

も要望もしておる中ではございますが、一つ

の方法としましては、債権放棄的な形で不能

欠損処理をするという方法、あるいは、 終

的な年度を迎えても引き続き収納業務にあた

る、いろんな形が考えられるわけですが、本

市におきましても、他の債権と同様に、こう

いった債権をどうしていくかということ、一

方で、この住貸についても県下的に他の自治

体とも連携をとりながら、 終の形をどうい

うふうにしていくかというところが、まだ現

在検討中でございますので、本市としての

終的な結論というところまでには至っており

ません。 

○議長（石橋英和君）１番 松浦君。 

○１番（松浦健次君）ありがとうございます。

ここで、決算委員長の報告によりますと、滞

納者の状況に応じて滞納処分、法的措置、債

権放棄などのグループに分類し、取り組むこ

とになると。今までは熱心に取り組んでなか

ったということが、ここから推測されるんで

すけどね。これ、 終的には市民の税金、不

能欠損ということは、貸した金が返ってこな

いと。要するに踏み倒しになるわけでしょう。

踏み倒しになるので、これを市民の税金で補

填するということですよね。そうだとすれば、

この前、私が一般質問で取り上げたような市

営住宅の家賃の滞納と同じで、事なかれ主義、

場当たり・先送りをやってきた、これも典型

でしょう。やっぱり市役所、組織として、き

っちりとやるべきことをやらんとね。事なか

れ、場当たり・先送りでは、これから財政状

況が逼迫するという現実に直面していながら

この状況ということは、誠に情けない。その

辺の、これに対する決意、いかがですか。 

○議長（石橋英和君）建設部長。 

○建設部長（松浦広之君）ご指摘のとおり、

いろいろこれに対する取り組みが十分でなか

った結果であるというふうに考えております。

監査のほうからも、先月の定期監査のほうで

からも７項目についていろいろご指摘をいた

だいており、今後こういった方向で取り組む

ようにというふうなご指摘もいただいており

ます。 

 一方で、先ほど申しました、仮に不能欠損

処理をする場合、一応これ、詳細詰めていか

なければなりませんし、諸手続きが要るんで

すけども、国あるいは県等から、その分に対

する補填というのもございます。それで本市

の負担分の軽減は図れるんですけども、一方

で、やはり公平性というところもございます
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ので、単に不能欠損処理をすればいいという

問題でもありません。この２点のバランスを

どうとるかということが、今後の非常に重要

な課題であると考えますが、１番議員ご指摘

のとおり、監査からもご指摘いただいており

ます中で、今後につきましては、一歩踏み出

した何かの対策を講じない限り抜本的な解決

には至らないということで、そういう時期に

来ておるんだなというふうに考えております。 

○議長（石橋英和君）17番 松本君。 

○17番（松本健一君）ちょっと細かく、認識

をちゃんと持っておきたいので聞かせていた

だきたいんですけど、今回の補正は、これ、

一般会計からの繰入金が521万6,000円の減額

ということで、一般会計からは補填をしなく

て済んだという認識でとらえていいのか。そ

れが、先ほどおっしゃっていただいた９件の

繰上償還があった分で、何とか税は投入しな

くて済んだのかという点をお聞かせいただき

たいと思います。そうじゃないと、今回この

歳出の公債費のほうで、これ、払っていかな

いといけないわけですから、既に税金が投入

されていたら、やっぱりもうその先送り、先

ほど１番議員が言われましたけども、これ、

先送れない話になります。その点をお聞かせ

いただきたいのと、先ほどご答弁の中にいた

だいた監査報告、11月の21日の平成25年度第

一次定期監査の中で、これだけの項目を指摘

されているんですけれども、その中でちょっ

と気になったのが、「住宅新築資金等貸付金の

過年度分滞納者のおよそ３分の１は、対象不

動産がない状態にある。要因は、既に売却さ

れた、競売にかけられ配当金を回収した、」と

いうふうな記述があるんですけれども、これ

は、もう既に、債権を回収しようと思っても、

押さえるものが、もう現金か、その人の不動

産ではなくて、全然違うものを押さえていか

ないといけなくなっているということを指し

ているのか、その点も含めてちょっとご答弁

いただきたいと思います。 

○議長（石橋英和君）建設部長。 

○建設部長（松浦広之君）繰上償還している

にもかかわらず、一般会計が減になっている

要因でございますが、５ページのほうの歳入

のほうで平成24年度決算が確定しましたので、

この繰越金が入っておりますところから、結

果的に一般財源が減となっておりますので、

そういう意味でございます。 

 それから、監査のほうから指摘いただいて

おりますが、これは当初から、いわゆる抵当

物件等を設定しないで貸し付けを行っている

というところと、私の債権、私債権であると

いうところから、いろいろ調査権がございま

せん。非常に個人情報も厳しい中で、本市の

中でも、業務以外のものについては情報交換

等については制限されておりますところから、

いわゆる押さえようにも押さえるものが調査

できないという現実がございます。もちろん、

それだけではなくて、取り組みが今まで十分

でなかったというのが何よりの原因ではござ

いますが、一歩踏み出そうとしても、そうい

った要因も背景で抱えながらの状況だという

ことでございます。 

（「答弁もれ」と呼ぶ者あり） 

○議長（石橋英和君）答弁もれ、指摘してく

ださい。 

○17番（松本健一君）これは国への償還は、

一般会計からは繰り出されてないということ

の認識でいいということですか。 

○議長（石橋英和君）建設部長。 

○建設部長（松浦広之君）国等への償還につ

いては、きちっときちっとしていかなければ

なりません。その裏付けとして、本来でした

ら債務者の方から入れていただいてとんとん、

それをお返しするという形になるんですけど

も、それが滞納が発生しておるということは、
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つまりその差額分だけ本市が立て替えておる

ということですので、一般会計を入れている

ということでございます。 

○議長（石橋英和君）ほかにありませんか。 

 ３番 富岡君。 

○３番（富岡清彦君）この住宅貸付制度につ

いては、同和対策事業の中でも非常に大きな

施策の一つであったというふうに、私、認識

しています。つまり、国を挙げての、差別で

すね、これをなくしていこうということで、

特に住環境についての、住環境における差別、

格差をなくそうということで、非常に思い切

った施策であったと。それが非常に大きな効

果を生んで、今日ではいわゆる住環境につい

ての格差というものは、基本的には解消され

たというふうに私は思います。 

○議長（石橋英和君）17番 松本君。 

○17番（松本健一君）そういうことでいくと、

この事業終了自体が平成14年度だったと思う

んですけど、11年もそのままで来ていて、こ

こに来て、その方々が滞納を 大で1,305万円

の方がいらっしゃるという事態で、私債権で

あったとしても、その債権請求者の承諾さえ

あれば、その方の調査というのは、これは今

でもできるはずですよね。やっぱりここをち

ゃんとやっていただかないと、我々、税金か

ら、これ、投入されて償還されていっている

という部分では、やっぱり説明つかなくなる

と思います。必ずやるべきことをきっかりと

やっていただきたい。その点を要望させてい

ただきます。その点に関して、いかがでしょ

うか。 

 国を挙げての施策であっただけに、非常に

1,000万円とか1,500万円とか、たしか貸し付

けたわけですけれども、金利で言えば、たし

か当時２％ぐらいでしたか。それから、保証

人は要りませんよと。 初の頃ですよ。これ

はもうどんどん借りるほうが得と、ちょっと

言葉おかしいですけれども、ささやかれたぐ

らいですよ。住宅貸付資金を借りて銀行に預

ければ、というふうなうわさも当時はあった

んですけれども。 

○議長（石橋英和君）建設部長。 

○建設部長（松浦広之君）私債権の限界はあ

るんですけども、債務者の方とお話しする中

で、そういった聞き取り等も相手の承諾さえ

あれば可能だと。それをやっていこうと思え

ば、頻繁にいろんなお話し合いをもう数重ね

るしかないんではないかなと。その辺あたり

が、今まで十分でなかったというところだと

思います。 

 私、何を言いたいかといいますと、当時は

就職差別であるとか、いわゆる進学差別であ

るとか、こうした住環境のいわゆる差別とい

いますか、格差といいますか、非常にあった

わけです。ただ、悪質滞納者といいますか、

これをどういうふうに規定をしていくのかと

いったあたりも、非常に慎重さが問われると

いうふうに思うんです。きょうの議論の中で

も、質疑の中でも、税の回収については非常

に回収率が上がっていると。98％でしたか、

市民税等は行っているわけですけれども、こ

の税と、この住貸とは少し性格といいますか、

違うというふうにも認識をするんです。もち

ろん悪質な滞納者については、これはしっか

りと支払いをしていただかないと、これはも

 １番議員にもお答えさせていただいたんで

すけども、 終償還年度の平成33年、随分先

のようで決してそんなことはございません。

もう今から踏み出さん限り、いつまでたって

も解決しないということでございますので、

具体的にどうやっていくかというのは、これ

はいろんな体制の問題とかございますので、

何とも具体的な返答はできませんが、もうそ

ういう時期に来ているという認識は十分持っ

ております。 
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う論外だと思うんですが、それぞれの歴史か

ら見ても、いろんな事情はあるというふうに

思っています。 

○議長（石橋英和君）副市長。 

○副市長（清原雅代君）ただ今ご指摘の回収

機構といいますのは、御坊市が中心になって

会長を務めていただいて、いろいろと取り組

んでいただいている組織のことだと思います。

これは、県下すべての市町村が入っているわ

けではなくて、任意で参加したいところを募

りまして、今現在、ちょっといくつかという

のは、詳しい資料を持ち合わせませんので説

明できませんけれども、動いております。 

 と言いながら、たしか県が、税の回収機構

と同じように、この住貸の回収機構について

も立ち上げたというふうに聞いておるんです

が、それで私の認識は、特にひどい自治体が

県下にもあるわけです。市の中にも。そこで

は、そういう税の回収のように、この回収機

構に回して、非常に強制的な取り立てといい

ますか、そういうことも行われているやに聞

くんですけれども、そうした動きといいます

か、県の動き等については、行政はどのよう

に認識されていますか。 

 これにつきましては、当初から、県の税の

回収機構と同じように県主導でということを

強く申し入れたんですけれども、なかなかそ

このところに、ちょっと県が積極的な介入と

いうのをしていただけなくて、御坊市が、柏

木市長が中心になって動いていただいたとい

うことでございます。 

○議長（石橋英和君）建設部長。 

○建設部長（松浦広之君）私の、若干認識違

いがありましたらご指摘いただきたいんです

けども、この住貸についても県の回収機構の

ほうでというところのお話が進んでいるとい

うふうには伺っておりますが、現在、具体的

に、県の回収機構のほうで受けていただける

というところまでは至っていないというふう

に聞いております。 

 そこで、なぜ橋本市がそのときに参加しな

かったかということにつきましては、この組

織に入っていくためには、一応負担金という

のが要ってきます。その負担金は、均等割と

その量に応じた金額というんですか、要るん

ですけれども、そこの部分が、橋本市にとっ

ては現年度の回収率というのは県下でも非常

に高かったので、反対に、入ってしまえば、

その残額が無くなるまでというんですか、独

自で脱会はできないんです。 後までついて

いかないといけないというのがございまして、

自分ところが今努力をして回収している部分

をいろいろとあわせて考えますと、やはり職

員はどうしても市にも置かないといけないと

か、いろんな制約がございまして、今の時点

で入るというのは市にとってちょっとメリッ

トが少ないし、実際にその回収がどういうよ

うな手法でされていくかというのも、なかな

か見えてこない部分もありました。その手法

については、入っていないところにもいろい

ろ共有していただけるというお話もございま

○議長（石橋英和君）３番 富岡君。 

○３番（富岡清彦君）何回も言いますけど、

税の回収のように悪質滞納者だけを強制徴収

するんだと、差し押さえするんだと、何度も

聞かせてもらったけれども、もう今日に至っ

ては、支払わない人は悪質と税金の場合はな

ってるわな。そこは、この住貸の場合は機械

的にはやるべきでないというふうに考えてる

んです。考えてるんですが、いわゆる悪質な

部分についての回収を行うために、たしか県

が音頭を取ってですか、ちょっと違うかな。

この回収機構を立ち上げるというたときに、

橋本市が手を挙げなかったということなんや。

そこに参加するのに。この点はなぜですかと

いう、そこの説明を欲しいんです。 
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したので、市としては、ちょっと様子を見よ

うかということで、参加を見合わせたという

経緯がございます。 

 以上でございます。 

○議長（石橋英和君）ほかにありませんか。 

 15番 田中君。 

○15番（田中博晃君）これ、マイナスで今3.5

億円あるということなんですけれども、単純

に計算したら、年間約900万円ぐらい、900万

円弱が一般財源から利息として出ていってし

まっているのかなと思います。 

 そこでお伺いしたいのは、恐らくこの住宅

新築資金等貸付金を滞納されている方という

のは、市の中でも多重債務に陥っている、税

金であり、ほかの何とか料、何とか費という

のも滞納している可能性もあるかと思います。

やはり、市としては、残り３分の１は対象不

動産がないというふうに報告が上がってきて

ますけれども、残り３分の２の方に対しても、

ちゃんと生活ができるように導いていかなけ

ればならない。そのためには、先ほどから同

僚議員もたくさん質問されておりますけれど

も、早く債権を一元化するのかとかという問

題も出てくるんですけれども、きっちりとま

ず道をつくってあげるというのが、まず一点

あるかと思います。そこについて答弁いただ

きたいのと、 終、平成33年過ぎると、この

マイナス分、このまま行けばマイナスで行く

んですけれども、一般会計に繰り入れられる

という解釈で間違いないのかというところだ

けお伺いいたします。 

○議長（石橋英和君）建設部長。 

○建設部長（松浦広之君）まず、細かな話で

すが、ただ今議員ご指摘のは、およそ利率

2.5％で、３億円で年間900万円ということか

なと思います。本市が立て替えております借

入先いかんによっては、その900万円がどうか

というのは、これはちょっとクエスチョンの

ところがあるかなと思います。 

 一方で、本市側としては債権、相手側とし

て債務者がいくつもの債務をあれしとった場

合に、税は税、この貸付は貸付、おのおの別々

に行きますと、その債務者の方の生活がどう

なるかという全容が見えないと。もちろんそ

こには、他の借入金等もある関係もございま

すでしょうし、県の税等もございますでしょ

うし、いろんなものを総合的にどういった返

済計画を立てて、そして生活をしていくかと

いうことになりますと、非常に多岐にわたっ

た連携が必要になりますので、できるとしま

したら、個人情報の限界というのはございま

すが、本市の中で債権について一元化して、

その中で優先順位を決めてやっていくという

のがせいぜいの限界かなと。そこから先の生

活設計まで返済計画という話になりますと、

なかなかちょっと現実的には難しいんかなと

思いますが、ただ、やはり公的機関でありま

すので、十分相手の生活というものも考えた

中で、やはり判断をしていかなければならな

いのかなと。でも、具体的にそれをどうする

んだというと非常に難しいですけども、当然

考慮すべき点かなというふうには考えます。 

○議長（石橋英和君）ほかにありませんか。 

 18番 井上君。 

○18番（井上勝彦君）先ほど、３番の富岡議

員もおっしゃっておりましたけれども、私も

平成13年度まで、同和対策の県の50市町村の

議会の、そういう協議会があったわけなんで

すね。 終的に、この問題がやっぱり一番引

っかかりまして、どういうふうにしていくか

ということで、田辺市、それから御坊市、そ

れから湯浅町、和歌山市、那賀町、その辺が

かなり遅れておりまして、難しい問題も、先

ほど副市長からもありましたが、そのときに

は橋本市、伊都郡の中では、それぞれが回収

率も良かったし、するのでということで、そ
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れなりの応援は側面からやっていこうという

ことで終了したわけなんですわ。 

 そこで、私思うのには、平成８年で貸し付

けが終わって、平成13年度で同和対策事業、

ハードの面はもう終了しました。そして、た

しか３月やったかな、いうことで平成13年度

やったと思いますが、50市町村全部終了した

んですね。ただし、県がソフト面で、人権と

いう問題については他の人権も、障がい者差

別とか、あるいは女性差別、そんなのも含め

て、同和問題そのものもソフト面ではやはり

まだ少しの間続けていこうよということで、

今補助対象にもなっていると思うんです。 

 ところが、ハード面での援助は国・県から

はもうないと。そこでもう切れてるわけです

ね。そういうことで、各市町がやはり責任を

持ってそれにあたっていかなければならない

ということであるんですが、私たちもそうい

う考えというのは、一つは、建設部長にも一

応考えていただきたいんですがね。住宅公園

課、一生懸命取り組んでいただいて、今回も、

この補正の中で９件一括返済ということで、

努力をしていただいていることについては非

常にありがたいということで、高く評価させ

ていただきます。今のこの補正につきまして

はね。 

 これは評価させていただくんですが、根本

的な解決については、それぞれ同僚議員の田

中議員もおっしゃっておりましたが、私たち

は、先月名張市というところに行ってきたん

ですね。そこでは、税外債権の、要するに債

権に対する組織というんか委員会をこしらえ

て、平成22年度に立ち上げて、その中には市

の方も入っておられますけども、そういった

専門的な、弁護士も中へ入っていただいて、

そして、それぞれの家庭に応じて相談に乗り、

分割でいただくものはいただく、そして、そ

れに準じて差し押さえするものはしていくと

いうような形で、市が、直接職員が取り組む

んではなくて、そういった税外債権の組織を

つくられて、そして非常に回収率が良くなっ

たということで、私たち勉強してきました。 

 そういうことでありますので、やはり橋本

市としても、これが行く行くは重荷になって

くると。このまま放っておけば、国に対する

返済も一般財源から繰り入れていく。平成13

年度から今年25年やから、かなりの一般財源

が投入されておると思うんです。大ざっぱに

計算してもね。500万円にしても10年やったら

5,000万円。３億5,000万円プラス市民の税金

5,000万で、もう４億円ということになるわけ

で、大ざっぱに計算すれば。そういうことで、

やっぱり市民の皆さんにご迷惑かけるわけに

いかんと。ですから、やはりそういった年、

来年というか、これから先、真剣に、そうい

う取り入れているそういう市もありますので、

その辺を研究していただいて、そして法的な、

専門的なそういう弁護士も入れていただいて、

やっぱり回収率を上げていくという、そうい

う手立てをしていくべきであると考えますが、

建設部長のお考えをお聞きしたいと、このよ

うに思います。 

○議長（石橋英和君）建設部長。 

○建設部長（松浦広之君）ただ今ご指摘の部

分については、監査のほうからのご指摘の中

にもございました。それから、10月11日に市

議会のほうで名張市のほうへ行政視察に行っ

ていただいた資料についても、手元にいただ

きまして十分勉強させていただいております。 

 非常に重要な問題でありますし、取り組む

のも非常に、体制も含めて難しい問題であり

ます。一通常の課の中では、とても処理でき

るような内容ではないのかなというところで、

住宅のこの貸付資金のみにかかわらず、他の

いろんな債権を、総じて市としてどう取り組

むかというようなことは、今後検討が必要で
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あろうと。ただ、建設部長の立場で言います

と、やはり所管する部分のということになり

ますので、今後は全市挙げて、一度この問題

にどう取り組むかということを、建設部長の

立場からでも提言しながら進めていきたいと

いうふうに考えます。 

○議長（石橋英和君）ないようですので、こ

れをもって質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。 

 ただ今議題となっております議案第４号に

ついては、委員会の付託を省略いたしたいと

思います。 

○議長（石橋英和君）企画部長。  これにご異議ありませんか。 

○企画部長（森川嘉久君）議員ご指摘の点に

つきましては、決算委員会のほうでもいろい

ろとご指摘をいただいたところでございまし

て、本市といたしましても、数年前から債権

管理マニュアルということで、税外債権につ

いても一応取り組んできたわけでございます

が、とりあえず、現状把握と申しますか、先

ほど、この住宅改修資金につきましても、監

査のほうからのご指摘もあったわけでござい

ますが、まず、その債権の滞納に至った実態、

それから債権の色分けということが必要でご

ざいますので、それをきっちりと今やってお

る 中でございまして、税外債権でもいろい

ろございますので、ちょっとできておるとこ

ろもありますし、遅れておるところもあると

いうような状態ではございます。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（石橋英和君）ご異議なしと認めます。 

 よって、委員会の付託を省略することに決

しました。 

 これより討論に入ります。 

 討論する方ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（石橋英和君）討論がないようですの

で、討論を終結いたします。 

 これより議案第４号 平成25年度橋本市住

宅新築資金等貸付事業特別会計補正予算（第

１号）について を採決いたします。 

 本案は原案のとおり決することにご異議あ

りませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（石橋英和君）ご異議なしと認めます。 

 ということで、その点を今進めておるわけ

でございますけども、そういう中で、以前か

ら決算委員会でもご指摘をいただきましたし、

今、議員のほうからもご指摘をいただきまし

たように、全体的に統括する部分、それから

そういうことについて、相談あるいは指導が

できる部署というのが必要だということは認

識をしておりまして、その辺につきましては、

名張市の例も教えていただきましたが、いろ

いろと今後研究をいたしまして、また議会の

ほうへも提案をいたしまして、ご承認をいた

だいた中で実行を図っていきたいというふう

に考えております。 

 よって、本案は原案のとおり可決されまし

た。 

                     

 日程第24 議案第５号 平成25年度橋本市

公共下水道事業特別会計補正予

算（第２号）について 

○議長（石橋英和君）日程第24 議案第５号

平成25年度橋本市公共下水道事業特別会計補

正予算（第２号）について を議題といたし

ます。 

 これより質疑を行います。 

 全般について行います。 

 質疑ありませんか。 

○議長（石橋英和君）ほかにありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長（石橋英和君）質疑がないようですの
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で、質疑を終結いたします。  お諮りいたします。 

 お諮りいたします。  ただ今議題となっております議案第６号に

ついては、委員会の付託を省略いたしたいと

思います。 

 ただ今議題となっております議案第５号に

ついては、委員会の付託を省略いたしたいと

思います。  これにご異議ありませんか。 

 これにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長（石橋英和君）ご異議なしと認めます。 

○議長（石橋英和君）ご異議なしと認めます。  よって、委員会の付託を省略することに決

しました。  よって、委員会の付託を省略することに決

しました。  これより討論に入ります。 

 これより討論に入ります。  討論する方ありませんか。 

 討論する方ありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長（石橋英和君）討論がないようですの

で、討論を終結いたします。 ○議長（石橋英和君）討論がないようですの

で、討論を終結いたします。  これより議案第６号 平成25年度橋本市農

業集落排水事業特別会計補正予算（第２号）

について を採決いたします。 

 これより議案第５号 平成25年度橋本市公

共下水道事業特別会計補正予算（第２号）に

ついて を採決いたします。  本案は原案のとおり決することにご異議あ

りませんか。  本案は原案のとおり決することにご異議あ

りませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長（石橋英和君）ご異議なしと認めます。 

○議長（石橋英和君）ご異議なしと認めます。  よって、本案は原案のとおり可決されまし

た。  よって、本案は原案のとおり可決されまし

た。                      

                      日程第26 議案第７号 平成25年度橋本市

土地区画整理事業特別会計補正

予算（第２号）について 

 日程第25 議案第６号 平成25年度橋本市

農業集落排水事業特別会計補正

予算（第２号）について ○議長（石橋英和君）日程第26 議案第７号

平成25年度橋本市土地区画整理事業特別会計

補正予算（第２号）について を議題といた

します。 

○議長（石橋英和君）日程第25 議案第６号

平成25年度橋本市農業集落排水事業特別会計

補正予算（第２号）について を議題といた

します。  これより質疑を行います。 

 これより質疑を行います。  全般について行います。 

 全般について行います。  質疑ありませんか。 

 質疑ありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長（石橋英和君）質疑がないようですの

で、質疑を終結いたします。 ○議長（石橋英和君）質疑がないようですの

で、質疑を終結いたします。  お諮りいたします。 
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 ただ今議題となっております議案第７号に

ついては、委員会の付託を省略いたしたいと

思います。 

 これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（石橋英和君）ご異議なしと認めます。 

 よって、委員会の付託を省略することに決

しました。 

 これより討論に入ります。 

 討論する方ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（石橋英和君）討論がないようですの

で、討論を終結いたします。 

 これより議案第７号 平成25年度橋本市土

地区画整理事業特別会計補正予算（第２号）

について を採決いたします。 

 本案は原案のとおり決することにご異議あ

りませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（石橋英和君）ご異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されまし

た。 

                     

 日程第27 議案第８号 平成25年度橋本市

介護保険特別会計補正予算（第

２号）について 

○議長（石橋英和君）日程第27 議案第８号

平成25年度橋本市介護保険特別会計補正予算

（第２号）について を議題といたします。 

 これより質疑を行います。 

 全般について行います。 

 質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（石橋英和君）質疑がないようですの

で、質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。 

 ただ今議題となっております議案第８号に

ついては、委員会の付託を省略いたしたいと

思います。 

 これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（石橋英和君）ご異議なしと認めます。 

 よって、委員会の付託を省略することに決

しました。 

 これより討論に入ります。 

 討論する方ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（石橋英和君）討論がないようですの

で、討論を終結いたします。 

 これより議案第８号 平成25年度橋本市介

護保険特別会計補正予算（第２号）について 

を採決いたします。 

 本案は原案のとおり決することにご異議あ

りませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（石橋英和君）ご異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されまし

た。 

                     

 日程第28 議案第９号 平成25年度橋本市

後期高齢者医療特別会計補正予

算（第２号）について 

○議長（石橋英和君）日程第28 議案第９号

橋本市後期高齢者医療特別会計補正予算（第

２号）について を議題といたします。 

 これより質疑を行います。 

 全般について行います。 

 質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（石橋英和君）質疑がないようですの

で、質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。 

 ただ今議題となっております議案第９号に

ついては、委員会の付託を省略いたしたいと

思います。 

 これにご異議ありませんか。 
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（石橋英和君）ご異議なしと認めます。 

 よって、委員会の付託を省略することに決

しました。 

 これより討論に入ります。 

 討論する方ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（石橋英和君）討論がないようですの

で、討論を終結いたします。 

 これより議案第９号 平成25年度橋本市後

期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）に

ついて を採決いたします。 

 本案は原案のとおり決することにご異議あ

りませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（石橋英和君）ご異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されまし

た。 

                     

 日程第29 議案第10号 平成25年度橋本市

水道事業会計補正予算（第２号）

について 

○議長（石橋英和君）日程第29 議案第10号

平成25年度橋本市水道事業会計補正予算（第

２号）について を議題といたします。 

 これより質疑を行います。 

 全般について行います。 

 質疑ありませんか。 

 ２番 阪本君。 

○２番（阪本久代君）５ページの時間外勤務

手当なんですけども、ほかの特別会計とか見

ていても、時間外勤務が増えているようなと

ころはなかったんですが、この水道だけ、な

ぜか188万7,000円増額になっていまして、こ

の理由についてお願いいたします。 

○議長（石橋英和君）上下水道部長。 

○上下水道部長（野上義己君）この時間外勤

務手当につきましては、25年度に入ってから、

水道の事故というか、それとあわせて火災等、

５月、６月頃でしたか、五條市から橋本市隅

田町あたりにかけて、不審火による消火栓か

らの給水というような活動がありまして、そ

のための臨時的な職員が濁水の処理にかかっ

たというようなところが主な要因です。 

 以上です。 

○議長（石橋英和君）ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（石橋英和君）ないようですので、こ

れをもって質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。 

 ただ今議題となっております議案第10号に

ついては、委員会の付託を省略いたしたいと

思います。 

 これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（石橋英和君）ご異議なしと認めます。 

 よって、委員会の付託を省略することに決

しました。 

 これより討論に入ります。 

 討論する方ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（石橋英和君）討論がないようですの

で、討論を終結いたします。 

 これより議案第10号 平成25年度橋本市水

道事業会計補正予算（第２号）について を

採決いたします。 

 本案は原案のとおり決することにご異議あ

りませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（石橋英和君）ご異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されまし

た。 

                     

 日程第30 議案第11号 平成25年度橋本市

病院事業会計補正予算（第２号）

について 
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○議長（石橋英和君）日程第30 議案第11号

平成25年度橋本市病院事業会計補正予算（第

２号）について を議題といたします。 

 これより質疑を行います。 

 全般について行います。 

 質疑ありませんか。 

 21番 岡君。 

○21番（岡 弘悟君） 後のページ、９ペー

ジになるんですかね。経営コンサルティング

料についてお聞きしたいんですけども、基本

的に、経営計画を立てるにあたっては、毎年

毎年立てていくわけなんですけども、なぜこ

こで外部の経営コンサルタントに依頼をしな

ければならなくなった理由をお教えください。 

○議長（石橋英和君）病院事務局長。 

○病院事務局長（豊岡 宏君）すみません、

ご解答いたします。私が赴任してきてから１

年半たつんですけど、私は、一番 初にここ

でご説明したと思うんですけど、今まで大都

会の民間病院等の経営再建をやってきました。

ここは地方の中小規模の公立病院です。つく

づくやっぱりこの１年半、本当に経営再建が

難しいと思っています。理由は三つあります。

一つは、建物、設備、材料、薬の購入価格が

民間に比べて非常に高いという実態がありま

す。２番目は、医者が採用できない。３番目

は、いわゆる定員法に妨げられて、人が採用

できないと、この三つの大きな要因を地方の

公立病院は抱えています。それゆえに私は苦

労したわけで、だいたい私の今までの経験は、

２年もあれば経営再建にめどをつけて次に移

ったんですよ。ところが、ここは２年たって

も、まだやっと方向性が見えるだけと。その

初に、それがものすごく悩んで、結局、民

間病院の手法は使えるのはごく一部で、何と

か医者をどうやって採用するかとか、それか

ら、高いやつをどうやって安くするかとか、

そのめどは、だいたい今つけていたんですけ

ど、それも実現するのに時間がかかります。 

 本当は、経営再建というのは、コスト削減

と、それ以上に必要なのは増収なんですよ。

昔から、それはもう再建の鉄則は収入削減と

増収に決まっています。でも、ここは人の問

題があってそれができない。それで、悩んで、

結局、 後に頼ったのが経営診断の経営コン

サルタントでした。民間では必要ないんです

けど、私は必要なかったんですけど、で、ほ

かのずっと事例を見たんですけど、地方の公

立病院で経営再建が成功したところは、今ま

で一度もありません。それだけ難しいんです

よ。それはなぜ難しいかといったら、今、三

つの条件があるからです。 

 しかし、私は、この病院に来た以上は、そ

れから、市長と事業管理者に依頼された以上

は、きちんと経営再建するのが私の仕事です。

そのために必要なことは全部動員しようと思

って、私に足らない部分は、やはりそこら辺

の専門知識なので、全国のそういう事例を知

っていて、専門知識を持っている経営コンサ

ルタントに 後にお願いしました。それが一

応、この４月から６月まで、 初に予算を組

んでやった経営診断料でした。経営診断の結

果、わかった話は、明らかに問題点がわかっ

てきて、その対策がどうだというのが出てき

ました。 

 したがって、今まで全く可能性がなかった

地方の公立病院の経営再建の、うちの病院に

おけるその可能性が見えてきたんですよ。だ

ったら、それを追求すべきだと思って、それ

を一応徹底的にやって、やっとそのめどが、

今、具体的なやり方として目の前に実現しま

した。あとはそれに向かって、それの実現に

向かって、今、病院は一丸となってやろうと

しているところです。11月には、一応その方

向でやるということに決まりましたし、12月

は、そのためのプロジェクトチームが発足し

－223－ 



ました。１月からその具体的な段取りに入り

ます。来年４月には、皆さんにお諮りしたよ

うに、ＨＣＵの稼働に備えて病棟再編等を全

部やってしまいます。これから多分、半年な

いし１年でそのめどがつきます。少なくとも、

長くて２年ないし３年で何とかめどがつくだ

ろうと私は思っています。 

 ただし、それをやるためには、今言ったよ

うな難しい問題を抱えながら、どうしてもす

るためには、既存の戦力だけではだめなんで

す。だから、私は、経営診断をお願いした経

営コンサルタント会社に、さらに実行として

経営コンサルタントをお願いしました。私だ

けではだめだからです。でも、その結果、実

現可能性ができるんですよ。それが実現すれ

ば、うちの公立病院は地方の公立病院、中小

の公立病院で、全国ではじめて経営再建に成

功した病院になります。そのために必要な投

資だと思って、今回はぜひお認めいただきた

いと思います。 

 以上です。 

○議長（石橋英和君）ほかにありませんか。 

 ７番 中西君。 

○７番（中西峰雄君）同じくこの経営コンサ

ルタント料の件なんですが、今、ご説明いた

だきましたですが、一つ、これをこの経営コ

ンサルタントに出すにあたって、選定をどう

されたんかなと。この経営コンサルタントと

いうところが、それほど地方の公立病院の再

建に実績のあるところなのか、私はちょっと

見たところによりますと、まだ設立されて間

もないコンサルタントであるというふうにも

思えますし、それほど実績があるわけでもな

いというふうに思われるわけですが、どうし

てそれを選定されたのか。あるいは、こうい

うコンサルタントに出される場合に、選定手

続きというのはどうあるべきなんかというと

ころについて、説明をお願いいたしたいと思

います。 

○議長（石橋英和君）病院事務局長。 

○病院事務局長（豊岡 宏君）基本的には指

名で行いました。なぜそうしたかということ

ですけど、先ほど実績と申されましたけど、

先ほど私が一番 初に申し上げましたように、

地方の公立病院で経営再建成功したところな

んてありゃしません。そういう実績をやって

いるところはないんですよ。したがって、そ

ういう地方の公立病院で成功した経営コンサ

ルタントの例もありません。 

 だから、大事なのは、フットワークと同じ

ようなことを民間病院でやっているかどうか

だけなんですよ。今回、確かに私が選んだ会

社は、昔からある程度、私がその実績を見て

きた会社で、そういう意味では、民間病院で、

例えば私どもと同じような300床規模の、しか

も外科系の病院で、見事に同じようにパター

ンで成功した事例を持っています。それも、

そこだけじゃなしに全国でやっています。７

年と経歴は浅いですけど、そういう実績を持

ったところなんですよ。 

 私はもともと民間の企業の出身だというこ

とは、よくご存じだと思うんですけど、民間

企業でも同じように経営コンサルタントを使

っています。でも、だいたいそういうところ

は見事に失敗しています。例えば、名前だけ

頼って安心感のあるところにやるから、それ

はもう実際に抽象論だけやって、結局高い金

を払って何もやらないというのが普通の実績

です。だから、そういうことじゃなしに、本

当にやってくれるところ、フットワークのい

いところ、そういうところを選ぶことが大事

なんですよ。 

 私がそのとき、今回選んだのは、まず、医

療についてちゃんと専門的にやっているとこ

ろ。世の中に経営コンサルタントはごまんと

いますけど、医療に特化してやっているとこ
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ろはまずいません。あとはもう一つは、大き

いところとか、信用があるところじゃなしに、

ちゃんと実績を持ってやっているところ。こ

の二つの要件からそれを選んで、しかも、私

が知っている範囲で一番信頼できるのがそこ

だったので、指名随契でやりました。あとは

結果が証明してくださると思います。 

○議長（石橋英和君）７番 中西君。 

○７番（中西峰雄君）それだけおっしゃるん

ですから、その判断しかないんだろうと。私

どもは考えられるのは、事務局長の判断を信

頼するしかないということになってくるんで

すが、このコンサルタントの設立年次、それ

から、実績とおっしゃられた民間病院での実

績の事例、件数、それから資本金、抱えてい

る人材等についても詳しく説明をお願いでき

ますか。 

 要するに、事務局長が信頼をされてお目に

かなったコンサルタントだということなんで

すけども、私どもが、それが適切であるかど

うかというのを判断する材料が何も示されて

おりません。そこは、やはりちょっと不安の

感じるところでございますので、もう少し具

体的に、このコンサルタントについてご説明

をお願いできますか。 

○議長（石橋英和君）病院事務局長。 

○病院事務局長（豊岡 宏君）おっしゃるこ

とはよくわかるんですけど、すいません、結

論から先に言うと、私は責任持ってこの仕事

をやります。その結果によって判断していた

だきたいと、私のお願いするところなんです

けど、もちろん、私は結果に対して責任をと

ります。成功を請け負ってきたんですから、

その成功に対して私は責任をとります。万が

一失敗したら、もちろんそれで責任をとりま

す。そのために、私はパートナーとしてその

会社に依頼した。例えば、今、判断がないと

おっしゃるんですけど、非常に難しい話なん

ですけど、匿名を承知で、ある程度事例とし

て申し上げます。 

 その会社は、７年前に、いわゆる銀行系の、

そこを脱サラした人によって設立されました。

従業員は今３人ぐらいです。３人ですけど、

頭脳労働には別に人数は関係ないんですよ。

優秀な人かどうかだけです。その成功事例と

しては、まず一番 初は、東京の心臓血管系

の病院の経営再建を成功しました。あと次は、

同じように療養病棟系の病院の経営再建で、

そこにいわゆる治験を導入することによって、

その経営再建に成功しました。次は、このう

ちの大阪のすぐ近くの、先ほど申し上げた、

うちと同じような300床規模の脳外科系の総

合病院の経営再建でした。全くうちと同じで

した。稼働率は全然低迷して、ドクターが集

まらないで、しかも、経営再建は全然だめで、

民間でしたから、うちとは違って銀行の取り

付け騒ぎで、もう本当に倒産寸前の状況でし

た。そういうときに、たまたまそこに依頼さ

れて入ったその会社は、まず実績として、収

入を上げて、いわゆる問題点を指摘して増収

を指南しました。それで実績を買われて全面

的な経営再建に行って、今回、私どもに提案

したのと同じように、いわゆる慢性期の患者

用に、そこの場合は民間病院でしたので、回

復リハビリ病棟への切り替えを提案しまして、

あとは一般病棟を、私どもが今回やろうとし

ているようにＩＣＵの超急性期、それから一

般病棟の急性期、それから慢性期の回復リハ

ビリ病棟と三つに分断しまして機能分化をし

まして、それで一応、それに見合った地域連

携と入退院管理をやって、見事に経営再建し

て、その当初の初年度だけで４億円の損益改

善をやりました。今は６億円から８億円の損

益改善になっています。 

 全く同じようなパターンだと私も思います。

ただ違うのは、そこが民間病院で、うちが公
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立病院だというだけです。だから、彼らは同

じことをやろうとしているだけです。そのや

るときに問題点があるのは、今言ったように

総定員法の問題とか、それからコストが高い

議論なんですよ。でも、コストが高いのは、

何とか私はめどをつけました。それから、ド

クターについても何とかめどをつけられるだ

ろうと思っています。あとは、問題は総定員

法の中をどうやってやるかなんですけど、彼

らは考えているのは、総定員法の中で、総定

員法を維持しながらやっていくという話なん

ですよ。そのために、今回、亜急性期を導入

してやっていこうという議論です。 

○議長（石橋英和君）病院事業管理者。 

○病院事業管理者（石井敏明君）今回のコン

サルタントの導入のことについてでございま

すが、先日、文教厚生委員会の議員の皆さま

にもご説明申し上げましたように、ただ今、

国が診療報酬の改定の中で、いわゆる一般病

院の中のあり方を変えて、療養型、回復期リ

ハ等に、急性期、亜急性期というふうに中を

特化をしていけという方向が、中央社会保険

医療協議会で審議されております。 

 このことにつきまして、本院もそういうこ

とが必要だということで、前任の事務局長時

代も取り組んだ実績があります。２回も３回

もやってみたんです。やってみたのですけれ

ども、一般急性期の中に亜急性期という病棟

をつくって、そこに患者を振り分けていくと

いう方法をやってみたんですが、私どもも力

不足、説得力不足で、なかなか職員が思うよ

うに動いてくれないということがございまし

て、うまく機能しなかった経験が、私はこの

新しい病院であります。 

 そういう話を、私は一番 初に来たときか

らいろいろと模索してきたんですけど、それ

から、いろいろな人に相談しましたけど、回

答はなかったんですよ。今回、はじめて彼ら

が回答を出してきたんですよ。だから、私は

そこを信用します。一緒にやろうと思います。

必ず成功させてみせます。それはもう１年か

２年で結果が出ると思います。あとは申しわ

けないけど、私を信用して、私を任用してく

ださったこの議会の方にお願いします。私を

信用してくださるんだったら、その経営コン

サルタントを信用してください。 

 今回、診療報酬の国の動きもそうなってお

りますし、私どもも再度、今答弁いたしまし

た豊岡事務局長と今年の当初からこれをやろ

うということは、ご提案申し上げましたＨＣ

Ｕが、来年の４月から動き始めるということ

が目前に迫っております。ＨＣＵというのは

超急性期ですので、この超急性期に、どうい

う患者さんをどういうタイミングで収容して、

そこからどんなタイミングで一般病棟へ移し

て、一般病棟で安定期になったら亜急性期病

室へどういうタイミングで持っていくかとい

う、院内の横の連携が非常に難しい。これが

民間の病院ではうまく機能して、それをコン

トローラーがおるわけですね。それを実績的

に毎年積み上げてきておる。 

○議長（石橋英和君）事務局長、意気込みは

よくわかるところでございますが、中西議員

が提示を要求した資料について、出せるか出

せないかをお答え願いたいと思います。 

○病院事務局長（豊岡 宏君）実績入れての

具体論だけは出せますけど。ただ、今は持っ

てないので、取り寄せる必要がありますけど、

よろしいでしょうか、それで。 

（「結構です」と呼ぶ者あり） 

○議長（石橋英和君）後でいただけますか。 

○病院事務局長（豊岡 宏君）はい。 

○議長（石橋英和君）それでは、後で要求さ

れた資料をお出しください。 

 当院、公立病院は、うちは300床を漫然と一

般病院とそのまま抱えている。中の患者の分
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類をしてみると、急性期も慢性期も中に混在

をして、看護師はその人に対して、同じ病室

の中でも急性期も慢性期も混在しているとい

うのが、こういうの抱えているだけなんです

けども、それを機能的にやれと国も言ってま

すし、病院も民間に習ってそういうことを厳

しくやる必要があるなということで、今年の

はじめから計画をしておるさなかに、国もそ

ういう方向が出てきたと。 

 ちょうどそれに乗っかって、当院もやりた

い。そんな中では、私も今までやってきたけ

どもうまくようやらんだということで、幹部

会の中でもどうしようという話が上がって、

ＨＣＵが目の前に上がったから、これの動か

し方をどうするかということで、現在あちら

こちらとＨＣＵを持っている病院の、患者の

運営の仕方について勉強に行っております。

国立南和歌山病院とか、この辺でしたら高田

の市民病院とか、今現在そうやって行って、

どういう形で動かすかというマニュアルづく

りを急いでおる。それをコントロールしてく

れる人を院内でようせやんと。そういう風潮

ができ上がるまで、コンサルティングで、そ

の人自身でやってもらおうかと。そして、我々

もその技術を身につけようということから、

この事業をやり始めたいというふうに思いま

して、債務負担と、それから１月からやりた

いので、もう４月には動かしてないかんとい

うことでありますので、１月から実施に移し

てということで、１月から３月までの現計予

算と債務負担の予算を今回上げさせていただ

きました。 

 以上です。 

○議長（石橋英和君）ほかにありませんか。 

 18番 井上君。 

○18番（井上勝彦君）石井管理者、ちょっと

教えていただきたいんですけれども、今、コ

ンサルティング料というんですか、経営診断

料ですね、これは収益的支出の補正で、今説

明していただいてよくわかりました。あと、

資本的支出の補正で、４ページですか。病理

検査室の移転整備に係る工事請負費というこ

とで、設計委託料等計上していただいており

ますけども、規模とそれから移転する場所と

いうようなことで、それもいつ頃になるんか、

ちょっとまた教えていただきたいんでござい

ますが、ご答弁願えますか。 

○議長（石橋英和君）病院事業管理者。 

○病院事業管理者（石井敏明君）橋本市民病

院東館の建設工事の中で、今回ご提案、お願

いを申し上げておりますのは、病理検査室を

設けたいというものでございます。 

 これも、ちょっと説明が長くなって恐縮な

んですが、病理検査室というのは、ドクター

が１人と技術職員３名が働く病理の部屋です。

主に細胞の検査を、培養検査と直接細胞検査

をするのが仕事でして、それを常勤態で本院

がそれだけのスタッフを抱えているというの

は、和歌山県でも五つの病院ぐらいしかない

というぐらいに、ドクターの非常に少ない分

野なんですが、それを数年前からうちが直接

抱えている。抱えていることによる病院の診

療単価がアップになる制度になっておりまし

て、いわゆる治療効果が上がる、手術中にで

も、いわゆる悪性とか病理の状態の検査が、

手術室と連携をとりながら、どこまで切ると

いうようなことが連携とれるような形になっ

ておりまして、非常に高度な医療分野である

わけですが、ドクターが非常に少ないという

問題があるわけです。 

 そこで、病理検査室は現在やっておるんで

す。やっておるんですが、場所が問題でして、

検査室の中の一室を使って、将来、ＣＴ、Ｍ

ＲＩが２台必要になるということになったら、

そこの部屋に置こうという仮の部屋を病理検

査室に、若干間仕切りをして、今そこへ入っ
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てもらって仕事してもらってるんですけども、

非常に職員、また医師から、もうこんなとこ

ろで働いておれれへんさかいにやめたいとい

うことの申し入れというのが、何でかといっ

たら、アルコールから化学薬品をばんばん使

う部屋で、換気が行き届かない。窓のないビ

ル、建物の下の１階部分にあるんですが、そ

れが体に悪いということで、もうこんなとこ

ろで働けやんということがあるのが一つと、

それから、こういう環境では、病理検査室関

係の認定医といって、協会からそれをやって

おるという一つの認定を与える資格が取れな

いと。だから、若い医師がここへ来るにも来

ないということを言われまして、やめたいと

言われましたので、これは難儀だということ

から、我々としては何とか辛抱してほしいん

ですけども、病院の核としてそういう体制で、

特に外科系病院という看板を売る限りは、病

理はやっぱりおるんだから、それを守ろうと

いうことで病理検査室をつくることにいたし

ました。 

 お諮りいたします。 

 ただ今議題となっております議案第11号に

ついては、委員会の付託を省略いたしたいと

思います。 

 これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（石橋英和君）ご異議なしと認めます。 

 よって、委員会の付託を省略することに決

しました。 

 これより討論に入ります。 

 討論する方ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（石橋英和君）討論がないようですの

で、討論を終結いたします。 

 これより議案第11号 平成25年度橋本市病

院事業会計補正予算（第２号）について を

採決いたします。 

 本案は原案のとおり決することにご異議あ

りませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（石橋英和君）ご異議なしと認めます。 

 これは、新しい東館の目的を、設計を変更

を今回お願いをして、東館の２階に設けるこ

とにしたんです。その改造費用に2,700万円か

ら要するということなんですが、私どもは、

会議に会議を重ねて、病院として非常に必要

な施設だから、将来にわたりそういう施設が

要ることになったら、この改造工事のときに

一気にそのことを解決して、病理検査室を保

有していこうという結論に病院幹部会でなり

まして、今回東館の新館に合わせて、新しく

病理検査室をつくっていただきたいと、こう

いうことでお願いを申し上げているところで

ございます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されまし

た。 

 この際、午後４時20分まで休憩いたします。 

（午後４時９分 休憩） 

   

 

○議長（石橋英和君）ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（石橋英和君）ないようですので、こ

れをもって質疑を終結いたします。 
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